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平成のおわりと新しい時代の幕開け

　あと2か月で平成が終わろうとしている。

　今から約30年前の平成時代の幕開けは、信用金庫業界にとって衝撃的な出来事から始まっ

た。平成元（1989）年1月27日、昭和38（1963）年5月以来、25年余にわたり全国信用金庫連

合会（略称：全信連、平成12年10月1日に「信金中央金庫」に名称変更）の会長職を務めてき

た小原鐵五郎会長が死亡退任した。享年89歳であった。

　小原会長が逝去した平成元年1月27日は、奇しくも小原会長が全信連会長に就任の昭和38年

に発表した5大構想のうち、ただ一つだけ実現していなかった全信連債券の発行が、金融制度

調査会の第一委員会作業部会で認められた記念すべき日であった。その後、全信連債券につい

ては、平成元年6月に信用金庫法改正により発行が可能になり、同年12月に第1回債が発行さ

れた。

　平成のはじまりは、信用金庫業界に長期の調達手段の道が開かれ、全信連にとって会員外か

らの資金調達が可能になったことなど、その後の信用金庫業界の発展につながる大きな一歩を

踏み出した年でもあった。

　私が入庫したのは、その3年前の昭和61年4月である。当時、社内誌「連友」は月刊で発行

され、毎年1月号は職員による小原会長への新春インタビューが巻頭に掲載されていた。私

は、幸運にも新入職員の年に聞き手の4人のうちの一人に選ばれ、直接小原会長にお会いし、

インタビューする機会を持つことができた。インタビューの内容は、連友の昭和62年1月号に

掲載され、今でもその冊子は手元に大切に保管している。

　新春インタビューでは、私から「経済および金融の見通し」、「国際化への対応」、「新しい時

代に向かって職員に望むこと」という3つの質問をさせていただいた。このうちの最後の質問

に対する小原会長の発言が最も印象に残っているので、この場を借りて紹介したい。

　「全信連は信用金庫にとって親金庫ですね。昨年の営業店長会議でも申し上げたことです

が、各地で、管内の信用金庫の人たちが集まるようなとき、全信連の営業店長であれば、いろ

んな問題を研究していて、機会があればみんなが『なるほど』と思えるような講演ぐらいでき

る立派な指導者になってほしいと思います。（中略）私は、全信連が将来非常に大きなものに

なるんじゃないかと思っていますよ。それだけに信用金庫をリードしていくだけの勉強をして

能力を高めてもらいたいと思っています。ですから若い人は、『ひとつこれからはオレが全信

信金中央金庫　地域・中小企業研究所長

松崎　英一



	 	 3

連を背負って立つ』くらいの意気込みでないとだめですね。それだけの信念と自信をもって

やってもらわないといけないと思います。」

　そして、小原会長の発言の最後の部分は、この新春インタビューの巻頭に、「信念と自信を

もって行動してほしい」という見出しにもなった。

　それから四半世紀近くが経ち、私は平成23年4月から26年6月まで3年2か月間、茨城県、埼

玉県、千葉県、神奈川県、山梨県を担当する営業店長として任務に就いた。その在任期間に、

信用金庫との会議や勉強会などで話をする機会をいただくことが多かった。

　現在は、地域・中小企業研究所の所長として全国各地を訪問し、信用金庫取引先向け講演

会、信用金庫が設置する大学の寄附講座、信用金庫役職員向け勉強会などの講師になって、地

域や中小企業に関連したテーマや、信用金庫の動向等について講演させていただいている。中

小企業経営者や信用金庫役職員の業務上の参考情報や、これから社会に羽ばたく若い世代に対

して、信用金庫業界に興味を抱いてもらえるようなことを、研究員とともに調査・研究した成

果をもとに話をしている。

　平成のおわりに近づいた今、この約30年間を振り返ると、小原会長からのメッセージは、

私が信用金庫のセントラルバンクの職員として働くうえで、大きな指針になったと感じてい

る。仕事に取り組む際に、目の前の事象だけではなく、外部ネットワークを活用し幅広く情報

を集め、様々な視点で研究し、最適な結論を導き出すように努めた。また、実社会で働くうえ

で大切なことは理論と実践のバランスであり、いずれに偏ってもよい結果は生まれない。理論

を学び日常業務の中で培った経験と組み合わせて仕事に活かすように努力した。

　小原会長の「私は、全信連が将来非常に大きなものになるんじゃないかと思っています

よ。」という発言どおり、信金中央金庫の業容や機能は、平成時代の約30年間で飛躍的に大き

くなった。資金量は、平成元年度末の約10兆3千億円から平成30年12月末には約36兆7千億円

と、約3.5倍にもなった。

　平成元年にニューヨーク駐在員事務所のみであった海外拠点については、その後、ロンドン

に証券現地法人を設立し、香港駐在員事務所、上海駐在員事務所、バンコク駐在員事務所を開

設して、米国、欧州、アジアへと活動範囲が広がっている。

　また、平成時代に入ると、本格的に金融の自由化が進められ、金融制度改革によって業務の

自由化が進展し、アセットマネジメント会社，信託銀行（平成29年9月に解散し、現在は信金

中央金庫が信託業務を兼営）、証券会社、ベンチャーキャピタル会社等を子会社として設立

し、総合金融グループとして運営している。

　あと2か月で改元が行われ、新たな元号の時代がスタートする。さらに来年6月1日に、信金

中央金庫は創立70周年を迎える。新しい時代の幕開けにあたって、信念と自信をもって行動

できるように、さらに研
けんさん

鑽を積まなければならないと感じている。
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（キーワード）  相続、遺産、預金、人口移動、人口動態、生命表、世帯構造、地域間流出入

（視　点）
　地域金融機関の経営環境は、人口減少や超低金利の長期化などを背景に、厳しさが増してい
る。特に、若年層の都市部への転出が著しい地域は、高齢者の死亡に伴う相続で、子供世帯が
住む都市部へ預金が流出する懸念が強い。相続に伴う預金の地域間移動を把握することは、地
域金融機関の収益の源泉である預金に関わる重要テーマと考えられる。そこで本稿では、各都
道府県の死亡状況、親の家族構成や子供世帯の所在地分布、保有預金残高などの地域特性を考
察し、相続預金の地域間流出入を試算することで、地域における預金動向について展望する。
（要　旨）

⃝	日本の平均寿命は男81歳、女87歳で長寿化が著しい。女性は90〜94歳での死亡が多く、こ
の年齢層の子供は60〜70歳代に達しており、老老相続で相続預金は高齢者間で循環する。

⃝	15→20年の5年間の死亡数は700万人弱と見込まれる。男性死亡者の4分の3は15年時点で妻
が存命であるが、夫に先立たれて単身で亡くなる女性は約100万人と試算される。女性死亡
者の約80万人は子供世帯に同居しており、子供と同居や近居で暮らす母も少なくない。

⃝	東北・甲信越・北陸・山陰等の日本海側の地域で母の子供世帯との同居が多く、相続預金
の地元滞留にプラスに寄与するものと見込まれる。一方、北海道・北東北や西日本は、単
独世帯・施設等で暮らす母の死亡も多く、相続預金が地元から流出しやすい側面がある。

⃝	愛知県等の都市圏中心部に住む親は、子供世帯が県外にいる割合が低い半面、都市圏周辺
部は、子供世帯がその中心部で暮らす割合が高い。東日本は南関東、中国・四国は近畿、
九州は南関東や近畿へ子供が転出する傾向が強い一方、北海道・沖縄の遠方地域は県外へ
の転出が比較的少ない。また、総じて父の死亡後に子供世帯が母の近くに住む傾向が見受
けられる。

⃝	二人以上世帯の預貯金残高は世帯主年齢60歳以上で1,351万円、60歳以上の単身世帯は男
928万円、女983万円である。北陸・山陰などは共働き世帯比率が高く、妻名義の預金額が多
いものと推測され、母の死亡時に相続される預金額は他の地域より多いものと見込まれる。

⃝	地域単位でみると、15→20年の5年間の死亡によって、南関東と近畿へ他の地方圏から2.2
兆円の相続預金が純流入すると試算される。東北・北陸・中国・四国では相続預金の1割強
が純流出するおそれがあるが、対個人預金残高比では1.0％前後の純流出と見込まれる。

⃝	営業エリアが狭域な金融機関は、個人預金の流出圧力が強いと推測され、高齢の母や子供
の生活を支える利便性の高い金融サービス・商品の提供等での囲い込みが必要である。今
後は、都市部で死亡数が増えるため、都市部で相続預金の業態間・金融機関間移動が活発
化しよう。

調 査

相続に伴う預金の地域間流出入
−各都道府県の死亡状況、親の家族構成・子供世帯の所在地分布、保有預金残高から試算−

信金中央金庫 地域・中小企業研究所主任研究員

峯岸　直輝
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1．問題意識

　地域金融機関を取り巻く経営環境は、営業

エリア内の人口減少、住民・就業者の高齢

化、産業の空洞化、超低金利の長期化などを

背景に、厳しさが増している。特に、人口減

少が進んでいる地域では、若年層の都市部へ

の転出などで預金者に占める高齢者の割合が

高く、高齢者の死亡が増えれば、相続時に子

供世帯が暮らす都市部への預金シフトに拍車

がかかるおそれがある。このような地域で

は、金融機関の収益の源泉となる預金残高の

減少が懸念されるため、相続に伴う預金の地

域間移動の構造を把握することは、地域金融

機関の収益基盤に関わる経営上の重要テーマ

であると考える。

　そこで本稿では、まず、各都道府県の親の

生存・死亡状況、親の死亡時の家族構成や子

供の所在地の分布状況、世帯の保有預金残高

など、各都道府県の世帯構造や資産状況など

の地域特性について考察する。そして、これ

らのデータに基づいて、父母が死亡した際

に、相続資産の中で流動性が高い預金が、ど

の程度自地域内に滞留したり、地域間で流出

入したりするのかを試算することで、先行き

の地域金融機関の預金動向について展望する

ことを目的としている。

2．全国および都道府県別の死亡状況

　相続に伴う預金等の資産の移転は、人の死

亡によって生じるが、日本人の死亡数は、

17年の1年間で134万397人（厚生労働省『人

口動態調査』）に達した。一方、出生数は94

万6,065人で、自然増減数は△39万4,332人と

なり、国外との人口移動がないと1年間に40

万人規模で日本人人口は減少する。

　人口1,000人当たりの死亡率は10.8‰（パー

ミル）であり、6.0‰程度だった1980年代前

半から上昇基調で推移するなど、死亡数や死

亡率は拡大の一途をたどっている。国立社会

保障・人口問題研究所の推計によると、将来

的には、2040年に日本人の死亡数は166.6万

人、死亡率は15.5‰に達する。都道府県別に

17年の死亡率をみると、秋田県が15.5‰で

最も高く、島根県・高知県（14.3‰）、山形県

（14.0‰）、青森県・岩手県・徳島県（13.8‰）

と続く。これらの地域は高齢化率（65歳以

上人口割合）が高く、秋田県が33.8％で1位、

高知県が32.8％で2位、島根県が32.5％で3位

と上位を占める（15年）。一方、死亡率が最

も低いのは沖縄県の8.4‰であり、東京都

（8.8‰）、神奈川県（8.9‰）、埼玉県・愛知

県（9.2‰）と都市部で低い。

　日本の死亡率は上昇しているが、これは死

亡率が高い年齢層の人口割合が少子高齢化で

高まっていることに起因する。年齢構成の差

異の影響を除いた年齢調整死亡率（85年モ

デル人口基準）をみると、17年は男性4.7‰、

女性2.5‰で過去最低水準にある。日本は長

寿化が進展しており、17年の厚生労働省

『簡易生命表』によると、平均寿命は男性

81.09歳、女性87.26歳で過去最高を更新し

た。男性は84歳、女性は90歳まで半数の人

が生き残る時代になっている（寿命中位数、
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図表1）。どの年齢階級で死亡数が多いのか

をみると、男性は85〜89歳で約20％、女性

は90〜94歳で約25％が死亡する状況にある。

男性は80〜94歳、女性は85〜99歳に5〜6割

の人が亡くなり、この年齢層で死亡する人が

集中している。

　また、母親が死亡した時に、その遺産が何

歳の子供に相続されるのかをみるために、厚

生労働省『人口動態調査』や『生命表』の数

値に基づいて、存命中と推測される母親が産

んだ子供の年齢別人数（全国）を試算した

（図表2）。女性は死亡数の4分の1が90〜94歳

（備考）1	．生存数は、調査年の死亡状況に基づくと、出生者が当該年齢までに何％生きるのかを示す。死亡数は、調査年の
死亡率に基づくと、出生者100人のうち、当該年齢での生存者が1歳年をとる前に何人が死亡するのかを示してお
り、実際の死亡数を示していない。
2	．厚生労働省『平成29年簡易生命表』より信金中央金庫	地域・中小企業研究所が作成
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（備考）1	．子供は2016〜20年に到達する年齢を示しており、母親の年齢階級はその子供を産んだ時の母親の年齢＋その子供
の到達年齢とした。例えば、1973年に26歳の女性が子供を産んだ場合、子供は45歳に到達するので、母親は70〜74
歳の階級に計上される。
2	．厚生労働省『人口動態調査』の母親の年齢別出生数から、便宜的に『第22回生命表』の生存数を用いて存命中の
母親と子供の人数を試算した。そのため、実際に存命中の母親と子供の数とは異なることに留意を要する。
3	．厚生労働省『人口動態調査』、『第22回生命表』などより信金中央金庫	地域・中小企業研究所が算出、作成
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で亡くなるが、16〜20年に90〜94歳になる

母親から産まれた子供は、この間に大半が

65歳や70歳に到達する。つまり、父や母が

死亡して、両親の遺産が子供に相続されるの

は、子供が定年退職などでリタイアした後の

高齢者になってからである。相続に伴って移

動する資産の多くは、超高齢者（注1）（90歳以

上）から前期高齢者（准高齢者、65〜74歳）

へ高齢者間で循環する構図になっている。

　都道府県別に平均寿命（15年）をみると、

男性は滋賀県・長野県・京都府、女性は長野

県・岡山県・島根県で長い（図表3）。これ

らの長寿の地域は、“老老相続”の傾向がより

顕著である公算が高い。一方、寿命が短いの

は、男性が青森県・秋田県・岩手県、女性が

青森県・栃木県・茨城県である。東北地方な

どでは平均寿命が短く、他の地域に比べて若

干若い年齢層の子供へ遺産が相続されるもの

と見込まれる。また、平均寿命の男女差は、

全国で6.2歳程度であるが、特に、青森県・

沖縄県・鳥取県は7.0歳を超えるなど、夫の

死亡後に妻が生存する期間（寡婦でいる期

間）が長い可能性がある。

3	．都道府県別の死亡者の家族構成と
子供世帯の所在地の分布状況

（1）都道府県別の死亡者の家族構成

　親が死亡時に暮らしていた世帯の家族構成

を把握することは、相続に伴う預金の地域間

流出入の動向を考察するうえで重要である。

（備考）1	．平均寿命は0歳の平均余命。全国は『第22回生命表』の数値
2	．厚生労働省『平成27年都道府県別生命表』、『第22回生命表』より信金中央金庫	地域・中小企業研究所が作成
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図表3　都道府県別の平均寿命（15年、男女別）

（注）1	．日本老年学会、日本老年医学会では、高齢者の定義を、准高齢者（65〜74歳）、高齢者（75〜89歳）、超高齢者（90歳以上）
とすることを提言している。
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地域別に死亡状況や世帯の家族構成をみる

と、女性の平均寿命が長く、夫が先に死亡し

て寡婦が多い地域、母が単身で暮らす世帯の

比率が高い地域、親と子供の同居や近居が多

い地域など、世帯構造には地域毎に特色があ

り、それが相続に伴う預金の地域間移動の動

向にも影響を及ぼすと考えられる。

　図表4は、15→20年の5年間に死亡すると

推測される人について、15年時点で暮らし

ていた世帯の家族類型別に人数を試算（注2）し

たグラフである（全国）。

　この5年間に、全国で男性は357万人、女

性は342万人、合計で699万人が死亡すると

試算される（注3）。そのうち、男性は、夫婦の

みの世帯で死亡する者が134万人と最も多

く、次に、夫婦と子供の世帯（73万人）、単

独世帯（51万人）と続く。男性は、妻や子

供と同居している世帯で死亡するケースが多

い。単独世帯や老人ホームなどの施設等の家

族がいない生活環境で亡くなるのは71万人

で、2割弱と見込まれる。一方、女性は、単

独世帯が78万人、夫婦のみの世帯が55万人、

施設等が54万人、女親と子供の世帯が41万

人である。単独世帯や施設等が132万人と4

割弱に達し、女性の寿命の方が長いため、夫

に先立たれて単身で亡くなる割合が男性の2

（備考）1	．男女別・年齢階級別・家族類型別世帯人数に男女別・年齢階級別死亡率を掛けて算出した（都道府県合計）。家族
類型は15年時点
2	．総務省統計局『国勢調査』、国立社会保障・人口問題研究所『日本の地域別将来推計人口』などより信金中央金庫	
地域・中小企業研究所が算出、作成
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図表4　15→20年の5年間の家族類型別死亡者数

（注）2	．本稿では、将来の都道府県別死亡者数を、総務省統計局『国勢調査』の年齢別世帯人員数や国立社会保障・人口問題研究
所『日本の地域別将来推計人口』の将来の年齢別生残率などに基づいて試算している。都道府県合計を全国とした。
3	．当研究所の試算値。国立社会保障・人口問題研究所『日本の将来推計人口』の死亡数推計値は682万人（総人口、16〜20年）
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倍近くにのぼる。ただ、男性に比べて、夫婦

のみの世帯での死亡者数が少ない一方、女親

と子供の世帯、夫婦・子供と一人親の世帯

（26万人）、夫婦と一人親の世帯（23万人）

での死亡者数が多い（計90万人）。父の死亡

後に子供が母の世話や介護をする必要性が高

まるなど、子供家族との同居世帯で母が亡く

なるケースが少なくない様子が読み取れる。

　一方、相続の観点からは、被相続人との配

偶関係や続き柄が重要であるため、図表5

で、15→20年の5年間における世帯主との続

き柄別・配偶関係別の死亡者数を試算した。

　男性は、自分が世帯主で妻が存命中（15

年時点）の死亡者が234万人で最も多く、3

分の2を占める。次に、妻が亡くなって単独

世帯・施設等で暮らす夫が31万人、子供

（世帯主）の世帯に同居している父が21万人

と続く。死亡する男性のうち、15年時点で

妻が存命である比率（有配偶率）は74％で

あり、男性の死亡者数の4分の3は相続人の1

人に妻が含まれる（図表6）。また、妻に先

立たれて単独世帯・施設等で亡くなる男性は

1割弱おり、子供がいれば遺産は子供達へ分

割相続されることになる。

　女性は、夫に先立たれて単独世帯・施設等

で死亡する者が106万人と最も多い。次いで

夫（世帯主）と暮らしている妻が93万人、

子供（世帯主）と同居している母が78万人、

夫が亡くなって自分が世帯主（二人以上世

帯）として暮らしている母が24万人と続く。

夫が先に亡くなって単独世帯等で暮らしてい

る女性が多く、女性の死亡者における有配偶

（備考）1	．男女別・年齢階級別・世帯主との続き柄別・配偶関係別世帯人数に男女別・年齢階級別の死亡率を掛けて算出し
た（都道府県合計）。続き柄・配偶関係は15年時点
2	．総務省統計局『国勢調査』、国立社会保障・人口問題研究所『日本の地域別将来推計人口』などより信金中央金庫	
地域・中小企業研究所が算出、作成
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率は約33％と低い。少なくとも死亡した女

性の3分の2は（注4）、その相続人に配偶者（夫）

が含まれず、女性の死亡に伴う遺産のうち、

子供に相続される割合は高いものと見込まれ

る。県外で暮らす子供が多ければ、相続財産

が県外へ流出する規模も大きくなるおそれが

ある。しかし、世帯主として家計を支える子

供と同居していた女性死亡者数は78万人に

達する。このような母の世話をしている子供

世帯は、女性の死亡者数のうち23％を占め

ており、地元に相続財産が留まりやすい世帯

で暮らしている家族も少なくない。

　15→20年の5年間の死亡者のうち、法定相

続人となる配偶者や世帯主である子供と同居

している親は、全国で65％を占める（図表6

参照）。各都道府県をみても相続人と同居し

ている父や母はおおむね6割を超えているた

め、相続財産が県内に滞留する割合は意外と

高いものと推測される。配偶者が死亡してい

て、世帯主である子供と同居している親（親

が世帯主である世帯は含まない）は1割程度

存在しており、この親が死亡した時は、同居

する子供やその兄弟姉妹に分割相続される。

都市圏や北海道・山口県・高知県・鹿児島

県・沖縄県などでこの割合が低いが、東北・

中部・山陰各県などは15％超と高く、同居

（備考）1	．配偶関係は15年時点。世帯主と同居している父母（除く有配偶）は、世帯主になっている子供が、配偶者が死亡
等でいない父あるいは母と同居して世話をしている世帯である。よって、父や母が子供と同居していても、父や母
が世帯主であるケースは含まない。
2	．総務省統計局『国勢調査』、国立社会保障・人口問題研究所『日本の地域別将来推計人口』などより信金中央金庫	
地域・中小企業研究所が算出、作成
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図表6	　15→20年の死亡者における有配偶比率と子供（世帯主やその配偶者）と同居している
父や母（除く有配偶）の比率

（注）4	．15年時点で生存していた夫が20年まで亡くならないという前提で算出しており、この前提では死亡した女性の約33％は夫
にその遺産が相続されると推測される。しかし、実際は、妻よりも夫の方が長く生存する確率が低く、15→20年に夫も亡く
なるケースが生じるので、33％よりも割合は下がるものと見込まれる
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する子供へ相続される傾向が強い地域も見受

けられる。

　図表7〜8は、各都道府県の男女別にみた

15→20年の5年間における世帯主との続き柄

別・配偶関係別の死亡者数の対15年人口比

である（続き柄・配偶関係は15年時点）。男

性は、自分が世帯主で15年時点で存命の妻

（配偶者）がいる割合が高い。秋田県は、5

年間の死亡者のうち、妻がいる世帯主の男性

が対15年男性人口比で5.0％超に達する。一

方、死亡率が低い沖縄県は3.0％を下回る。

また、単独世帯や施設等で暮らす男性はおお

むね1.0％前後存在し、特に北海道・北東北

や西日本で比較的多い傾向がある。

　一方、女性は、単独世帯・施設等で暮らす

死亡者数が、全国だと5年間で女性人口の

2.0％、特に北海道・北東北や中国地方以西

では2％台半ば〜3％台と比較的高い。夫

（世帯主）が15年時点で存命である妻（配偶

者）の死亡者数は、全国で1.4％、都道府県

別では1〜2％程度である。また、世帯主夫

婦と同居している母の死亡者数は、地域間の

格差が著しい。死亡率が低い南関東各都県・

北海道・愛知県・京都府・大阪府・兵庫県・

広島県・福岡県などの都市圏や沖縄県、単独

世帯が多い鹿児島県などは1％台半ば未満で

低く、子供家族と同居している母の死亡者数

が少ない。一方、東北・甲信越・北陸・山陰

等は1％台後半〜2％台であり、子供家族と

同居している傾向が強い。人口に対する死亡

（備考）1	．続き柄・配偶関係は15年時点
2	．総務省統計局『国勢調査』、国立社会保障・人口問題研究所『日本の地域別将来推計人口』などより信金中央金庫	
地域・中小企業研究所が算出、作成
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図表7	　15→20年の男性死亡者に関する主な世帯主との続き柄別・配偶関係別人数（対15年男
性人口比）
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者数は都市圏に比べて多い半面、相続財産が

地元に滞留しやすい世帯構造になっている。

（2）子供世帯の所在地の分布状況

　前節では、各都道府県における世帯の家族

構成についてみてきたが、親が子供家族と同

居している世帯が多い地域や単独世帯・施設

等で暮らす傾向が強い地域など、各地域の世

帯構成に特徴があることが分かった。本節で

は、親と同居していない子供は、県内や県外

のどのような地域に世帯を構えて暮らしてい

る割合が高いのかを、国立社会保障・人口

問題研究所『第8回人口移動調査』から検討

する。

　①親の居住地別の子供（世帯主）の現住地

　16年調査の『第8回人口移動調査』によ

ると、子供（世帯主）と別世帯で暮らして

いる父の居住地は、県内が60.7％、県外が

37.3％、国外が1.9％であった（全国（注5））。

父が死亡した際、別世帯に住む子供（世帯

主）分の遺産の約6割は県内で相続される

可能性がある。父が県外にいる割合は、東京

都60.2％、神奈川県53.7％、滋賀県52.6％、

埼玉県48.3％、京都府48.2％と高く、親が

住む実家のある県から大都市圏へ転入して

きた子供が多いことが分かる。一方、和歌

（注）5	．父が死亡していたり、居住地が不詳であったりする世帯は除いている。16年の『第8回人口移動調査』は、16年4月の熊本
地震の影響で、熊本県・大分県由布市は調査対象外である。

（備考）1	．続き柄・配偶関係は15年時点
2	．総務省統計局『国勢調査』、国立社会保障・人口問題研究所『日本の地域別将来推計人口』などより信金中央金庫	
地域・中小企業研究所が算出、作成
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図表8	　15→20年の女性死亡者に関する主な世帯主との続き柄別・配偶関係別人数（対15年女
性人口比）
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山県10.5％、秋田県11.7％、沖縄県13.1％、

新潟県14.0％、北海道14.1％と少ないもの

の、子供世帯の1割程度は県外からの移住

と推測される。また、母の居住地は、県内

が63.3％、県外が35.4％、国外が1.2％で

あった（全国）。父に比べて母の方が子供

と同じ県内に居住している世帯が多く、父

の死亡などによって、子供が母の世話や介

護をしやすい近場で暮らす傾向がある様子

が読み取れる。母が県外にいる割合は、東

京都58.5％、神奈川県52.3％、埼玉県・滋

賀県50.9％、奈良県42.9％で高く、北海道

10.7％、新潟県10.8％、和歌山県11.6％、

沖縄県11.7％、秋田県11.9％で低い。おお

むね、父と母で地域間に大きな相違はみら

れないが、都道府県別にみても、総じて母

の方が父よりも子供と同じ県内で暮らして

いる世帯が多い。

　図表9は、父や母が居住している都道府

県別に、県外で世帯を構えている子供がど

こに住んでいるのかを試算したグラフであ

る。奈良県は、隣接する大阪・京都等の都

市部や首都圏へ子供が移住する傾向が強い

ものと見込まれ、子供が県外で世帯を構え

ているケースが多い。このような地域は、

親の死亡に伴う相続財産の県外流出が大き

い可能性がある。一方、宮城県・東京都・

神奈川県・愛知県・京都府・大阪府・兵庫

県などの都市圏中心部は、子供が県外にい

る割合が低く、南関東や近畿の各都府県

は、県外でも自地域内に留まる傾向が強

い。これらの地域では、相続財産の域外流

出が比較的小幅に抑えられるものと見込ま

れる。また、岩手県・秋田県・岐阜県・三

重県・佐賀県・長崎県などは、自地域内の

都市圏中心部で暮らす子供が一定規模で存

（備考）1	．地域区分は、①北海道、②東北、③北関東・甲信越、④南関東、⑤北陸、⑥東海、⑦近畿、⑧中国、⑨四国、
⑩九州・沖縄とした。熊本県・大分県由布市は、16年4月の熊本地震の影響で『第8回人口移動調査』の調査対象外
のため、熊本県は除外して算出した。
2	．『人口移動調査』における世帯主と別世帯に住む親の居住地を尋ねた調査結果に基づいている。親が死亡している
世帯主は含まない。当研究所で、『国勢調査』の「家族類型別世帯数」と『人口移動調査』の「別世帯に住む親の居
住地都道府県（世帯主の現住地の都道府県別）」を用いて推計した。親と同居している世帯主の数を試算し、その世
帯は県内に子供が居住するものとして含めて構成比を算出した。
3	．総務省統計局『国勢調査』、国立社会保障・人口問題研究所『第8回人口移動調査』などより信金中央金庫	地域・
中小企業研究所が算出、作成

0

10

20

30

40

50

60

70

北
海
道

青
森
岩
手
宮
城
秋
田
山
形
福
島
茨
城
栃
木
群
馬
埼
玉
千
葉
東
京
神
奈
川

新
潟
富
山
石
川
福
井
山
梨
長
野
岐
阜
静
岡
愛
知
三
重
滋
賀
京
都
大
阪
兵
庫
奈
良
和
歌
山

鳥
取
島
根
岡
山
広
島
山
口
徳
島
香
川
愛
媛
高
知
福
岡
佐
賀
長
崎
熊
本
大
分
宮
崎
鹿
児
島

沖
縄

① ② ③ ④ ③ ⑤ ③ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

その他
近畿
東海

南関東
自地域内県外

（％）

0

10

20

30

40

50

60

70

北
海
道

青
森
岩
手
宮
城
秋
田
山
形
福
島
茨
城
栃
木
群
馬
埼
玉
千
葉
東
京
神
奈
川

新
潟
富
山
石
川
福
井
山
梨
長
野
岐
阜
静
岡
愛
知
三
重
滋
賀
京
都
大
阪
兵
庫
奈
良
和
歌
山

鳥
取
島
根
岡
山
広
島
山
口
徳
島
香
川
愛
媛
高
知
福
岡
佐
賀
長
崎
熊
本
大
分
宮
崎
鹿
児
島

沖
縄

① ② ③ ④ ③ ⑤ ③ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

（％）

その他
近畿
東海

南関東
自地域内県外

子供の現住地 子供の現住地

図表9　親の居住都道府県別の子供（世帯主）の現住地別構成比（左：父、右：母、県外のみ表示）
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在しており、仙台・名古屋・福岡などの都

市圏は自地域内における相続財産の受け皿

として機能している。東日本では、県外に

いる子供が南関東に住む傾向が強く、九

州・沖縄も、距離的に近い近畿より南関東

への移住が多い。北海道や沖縄県といった

遠方地域は、県外で暮らす子供世帯が比較

的少なく、県外にいる子供は、近くの地方

中核都市よりも南関東に移住する傾向がみ

られる。このような子供世帯の所在地の分

布状況に基づくと、全国の地方圏から首都

圏へ相続財産の集中が生じている公算が高

い。また、中国・四国は、距離的に近い近

畿で暮らしている子供世帯が比較的多いな

ど、これらの地域から近畿へ相続財産の移

動が一定規模生じているものと考えられる。

　

　②	親の居住地別の子供（世帯主の配偶者）

の現住地

　次に、世帯主の配偶者（主に妻）の親に

ついてみることにする。世帯主の配偶者と

別世帯で暮らしている父の居住地は、県内

が68.0％、県外が30.3％、国外が1.6％で

あった（全国）。世帯主の配偶者の方が世

帯主より父が県内に居住している割合が高

く、地元定着率は女性の方が高いものと見

込まれる。父が死亡した際、別世帯に住む

子供（世帯主の配偶者）分の遺産の約7割

は県内で相続される可能性がある。父が県

外にいる割合は、東京都51.6％、京都府

43.7％、神奈川県43.2％、埼玉県43.1％、

滋賀県37.1％で高く、北海道6.9％、新潟

県10.0％、福島県10.1％、高知県11.0％、

和歌山県11.1％で低い。父が存命で東京都

に住む子供（世帯主の配偶者）の約半数

は、父が県外に住んでいる。一方、北海道

は1割にも満たず、道外から転入してきた

妻（世帯主の配偶者）の数は小幅にとどま

る。また、母の居住地は、県内が69.3％、

県外が29.2％、国外が1.5％であった（全

国）。世帯主の配偶者も、母の方が父より

県内に居住している割合が高い。母が県外

にいる割合は、東京都44.7％、埼玉県

43.2％、神奈川県43.0％、京都府41.4％、

奈良県39.6％で高く、新潟県8.3％、北海

道8.2％、沖縄県10.1％、高知県10.2％、和

歌山県10.8％で低い。都道府県別にみて

も、親が県外にいる割合は、母が父をおお

むね下回っている。

　図表10は、父や母が居住している都道

府県別に、県外にいる子供（世帯主の配偶

者）がどこに住んでいるのかを試算したグ

ラフである。父が死亡した場合、東北各

県・富山県・京都府・奈良県・鳥取県・島

根県・山口県・高知県・佐賀県などは、県

外で暮らす子供（世帯主の配偶者）が多い

ため、これらの相続財産は県外へ流出する

可能性が高い。ただ、京都府・奈良県・島

根県・佐賀県などは、自地域内の県外の割

合が高いため、遺産の流出は自地域内で一

定規模は留まるものと見込まれる。母が死

亡した場合は、東北各県・山梨県・奈良

県・島根県・山口県・鹿児島県などで相続

財産の県外流出の影響が強いおそれがある。
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4	．都道府県別の世帯の預貯金残高と
夫婦別預貯金額

　前章で、各都道府県における世帯構造や子

供世帯の所在地の分布状況などについて考察

し、親の死亡に伴って相続財産が県内外でど

のように移動する可能性があるのかを概観し

た。本章では、相続財産の中で流動性が高い

金融資産である預貯金を、親がどの程度保有

しているのかについて試算する。

　二人以上世帯の預貯金残高（14年）は、

全国平均で974万円であり、世帯主年齢35〜

59歳は667万円、60歳以上は1,351万円に達

する（図表11）。60歳以上になると、子供が

独立して教育費等の支払いから解放され、住

宅ローンも完済し、定年退職に伴って退職金

を受給するなど、家計に金銭的な余裕が生ま

れるため、預貯金残高は増加するものと見込

まれる。また、図表2より、相続人は60〜70

歳代で多い傾向があり、60歳以上で相続財

産が滞留することも預貯金残高が高齢層で高

い一因になっている。

　都道府県別に60歳以上の預貯金残高をみ

ると、南関東各都県・福井県・愛知県・奈良

県・和歌山県・岡山県・広島県・山口県・香川

県などが高い。一方、北海道・東北や九州・沖

縄などの南北の遠方地域で低い傾向がある。

　また、単身世帯（全国）は、男性が平均

684万円であり、60歳以上だと928万円にな

る（図表12）。一方、女性は平均849万円、

60歳以上は983万円に達する。男女共に高齢

になるほど預貯金残高は増加している。ま

た、35歳以上では男性よりも女性の方が預

貯金残高は多い傾向がある。

　親夫婦のうち父（母）が死亡することに伴

う母（父）や子供への預貯金の相続額を把握

（備考）1	．地域区分は、①北海道、②東北、③北関東・甲信越、④南関東、⑤北陸、⑥東海、⑦近畿、⑧中国、⑨四国、
⑩九州・沖縄とした。熊本県・大分県由布市は、16年4月の熊本地震の影響で『第8回人口移動調査』の調査対象外
のため、熊本県は除外して算出した。
2	．『人口移動調査』における世帯主の配偶者と別世帯に住む親の居住地を尋ねた調査結果に基づいている。親が死亡
している世帯主の配偶者は含まない。当研究所で、『国勢調査』の「家族類型別世帯数」と『人口移動調査』の「別
世帯に住む親の居住地都道府県（世帯主の配偶者の現住地の都道府県別）」を用いて推計した。親と同居している世
帯主の配偶者数を試算し、その世帯は県内に子供が居住するものとして含めて構成比を算出した。
3	．総務省統計局『国勢調査』、国立社会保障・人口問題研究所『第8回人口移動調査』などより信金中央金庫	地域・
中小企業研究所が算出、作成
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図表10	　親の居住都道府県別の子供（世帯主の配偶者）の現住地別構成比（左：父、右：母、
県外のみ表示）
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するには、二人以上世帯の預貯金残高から父

（夫）と母（妻）の各名義の残高を算出する

必要がある。図表13縦軸は、二人以上世帯

の預貯金残高における妻名義分の試算額を示

している。推計方法は、二人以上世帯の預貯

金残高は夫婦各名義を合算した金額と便宜的

にみなし、各名義の預貯金残高は、各々が婚

前および婚姻期間中に稼いだ所得総額に対応

するものと仮定して概算した。具体的には、

男女別の総雇用者所得（1人当たり賃金×就

業者数）を算出し、その男性（女性）の割合×

二人以上世帯の預貯金残高を夫（妻）名義の預

貯金残高とした。女性の総雇用者所得の割合

が高いのは、鳥取県・島根県の山陰、高知県

等の四国、宮崎県等の九州・沖縄、秋田県・

山形県等の東北、福井県等の北陸であった

（図表13横軸）。特に、福井県・島根県・鳥取

県・富山県などは共働き世帯が多く（注6）、実

際の妻名義の預貯金残高が他の地域よりも多

い可能性がある。一方、賃金水準が低いこと

に加え、女性の就業が活発でも離婚率が高く

て一人親と子供からなる世帯が多い地域（注7）

や農林水産業等の自営業者の割合が高くて家

族従業者が多い地域などは、二人以上世帯の

預貯金残高が相対的に低くなり、妻名義分が

少なく試算される。

　愛知県等の東海、埼玉県・神奈川県等の関

東、滋賀県・奈良県等の近畿は、女性の総雇

用者所得の割合が低いものの、賃金が高いこ

ともあり、妻名義分の預貯金残高は全国平均

（注）6	．夫が就業している夫婦のうちで妻も就業者である割合（15年）は、山形県75.2％、福井県75.0％、島根県74.9％、鳥取県
74.4％、富山県73.9％で高い（総務省統計局『国勢調査』）。一方、奈良県56.9％、大阪府58.4％、神奈川県59.0％、兵庫県
59.6％、埼玉県61.0％で低く、子育て世代が多いベッドタウンなどの大都市圏ほど共働き世帯が少ない傾向がある。
7	．人口1,000人当たり離婚件数（17年）は、沖縄県2.44‰、宮崎県1.97‰、大阪府1.96‰、北海道1.92‰、福岡県1.90‰が高
かった（厚生労働省『人口動態調査』）。

（備考）1	．14年の数値。預貯金残高＝通貨性預貯金残高＋定期性預貯金残高とした。単身世帯は全国の男女別・年齢階級別
預貯金残高である。
2	．二人以上世帯の世帯主年齢35〜59歳は、年齢5歳階級の数値を世帯数分布で加重平均して算出した。
3	．総務省統計局『全国消費実態調査』より信金中央金庫	地域・中小企業研究所が算出、作成
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図表11　都道府県別の二人以上世帯の世帯主年齢別預貯金残高　 図表12	　単身世帯の
預貯金残高
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前後の水準にある。大都市圏は、おおむね夫

の所得が高水準で、子育て世代などの専業主

婦が比較的に多い傾向があるため、二人以上

世帯の預貯金残高が高い半面、女性の総雇用

者所得の割合が相対的に低くなるものと考え

られる。

5	．親の死亡に伴う預貯金の都道府県
別相続先状況と地域間流出入動向

（1	）親の死亡に伴う預貯金の都道府県別相

続先状況

　前章まで、各都道府県の死亡状況、世帯の

家族構成や子供世帯の所在地の分布状況、世

帯の預貯金残高などについて概観した。本節

では、これらの数値を基に、親の死亡によっ

てどの程度の預貯金が県内に滞留したり、県

外に流出したりするのかを試算する。

　図表14は、15→20年の5年間に死亡する父

や母（親）の預貯金が、その配偶者や子供に

どの程度相続されるのかを都道府県別に試算

した金額である。配偶者が生存している親に

ついては、図表13で算出した夫（父）と妻

（母）の各名義分の預貯金残高、配偶者がい

ない親については、単身世帯の預貯金残高が

相続されるものと仮定した。

　この5年間に親の死亡に伴って相続される

（備考）1	．＜推計方法＞
①『賃金構造基本統計調査』より、男女別従業地都道府県別の1人当たり年間賃金を算出
②	各都道府県の男女別従業地別就業者数（15年）に当該従業地の男女別1人当たり年間賃金を掛けて合算し、常住地
都道府県別に男女別の総雇用者所得（15年）を算出
③	二人以上世帯の預貯金残高（14年）に女性の総雇用者所得割合を掛けることで妻名義分の預貯金残高を推計（二
人以上世帯の預貯金残高は夫婦各名義を合算した金額と便宜的にみなし、各名義の預貯金残高は、各々が婚前お
よび婚姻期間中に稼いだ所得水準に対応すると仮定した）

2	．総務省統計局『全国消費実態調査』、『国勢調査』、厚生労働省『賃金構造基本統計調査』などより信金中央金庫	
地域・中小企業研究所が算出、作成
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預貯金は、全国計で52兆円と見込まれる（注8）。

特に、東京都（5.4兆円）、神奈川県（3.7兆

円）、大阪府・愛知県（各3.4兆円）、埼玉県

（2.8兆円）が大きい。金額ベースでは、人口

規模が大きい大都市圏で相続に伴う預金の移

動額が多くなり、大都市圏に相続預金が集中

している。全国計の52兆円のうち、この5年

間で最終的に（注9）配偶者へは9兆円、子供へ

は44兆円が相続され、割合は各々2割弱、8

割強と見込まれる。遺産の法定相続分は、配

偶者と子供がいる場合、配偶者が半分、子供

が半分を兄弟姉妹の人数に応じて分割する

が、①母の死亡時に父の過半数が先に亡く

なっているか、母の死亡後間もなく亡くなる

父が多い、②父の死亡時に既に亡くなってい

る母が一定数存在する、などの理由から、子

供が相続する割合は意外と高くなる。

　次に、配偶者の生存状況や子供世帯の所在

地の分布状況に応じて、親の死亡で相続財産

である預貯金がどの程度、県内に滞留した

り、県外へ流出したりするのかをみることに

する。図表15は、都道府県別にみた15→20

年の5年間に死亡する親の預貯金相続額の相

続先別・子供の所在地別構成比である。全国

（備考）1	．＜推計方法＞
①	『国勢調査』の世帯主との続き柄別・配偶関係別の男女年齢別人数などを基に、『日本の地域別将来推計人口』の
生残率を用いて、続き柄別・配偶関係別等の男女年齢別の死亡者数を算出する。
②	死亡者の預貯金は、配偶者が生存している父と母は、図表13で算出した夫（父）と妻（母）の各名義分、配偶者
がいない父と母は、単身世帯の預貯金残高を用いる。単身世帯の預貯金残高は二人以上世帯の預貯金残高を基に
都道府県別に試算した。この預貯金残高に、①で求めた当該死亡者数を掛けて合算することで、預貯金の相続額
を算出する。
③	①で求めた続き柄別・配偶関係別等の人数などを基に、②の預貯金の相続額を法定相続分に応じて配偶者分と子
供分に分割する。

2	．国立社会保障・人口問題研究所『日本の地域別将来推計人口』、総務省統計局『国勢調査』、『全国消費実態調査』、
厚生労働省『第22回生命表』などより信金中央金庫	地域・中小企業研究所が算出、作成
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図表14　都道府県別の15→20年の5年間に死亡する父と母の預貯金の相続先別相続額

（注）8	．親夫婦の一方が死亡した場合は、二人以上世帯の預貯金残高を図表13に基づいて分割することで相続分を試算しているな
どの理由から、相続預金は死亡数×世帯当たりの預貯金残高よりも少なく算出される。
9	．5年間のうちに両親が共に死亡する場合、先に死亡した親の財産の一部はその配偶者に一旦相続されるが、その遺産は最
終的（両親二人共死亡した時）には子供に相続されるため、一時的な配偶者への相続分は計上せずに子供の相続分として計
上している。
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計では、亡くなる親の相続預金のうち、配偶

者へ1〜2割、同居している子供へ2割前後、

県内にいる別世帯の子供へ4〜5割、県外に

いる子供へ2割程度が相続されるものと試算

される。

　親と同居している子供に相続される割合が

高いのは、秋田県・山形県・新潟県・富山

県・鳥取県・島根県などの大家族世帯で暮ら

す傾向が比較的強い日本海側の地域に多い。

また、親と別世帯だが同じ県内にいる子供へ

の相続割合が高いのは、親と同居している子

供が少ない北海道・兵庫県・岡山県等の地方

都市圏や高知県・宮崎県・鹿児島県などの南

四国・南九州・沖縄県といった南日本、県外

で暮らす子供世帯が比較的少ない愛知県・静

岡県などである。一方、県外で暮らす子供世

帯への相続割合が高いのは、第3章でみたよ

うに、岩手県・秋田県、山梨県、岐阜県、滋

賀県・京都府・奈良県、島根県、山口県・佐

賀県など、政令指定都市がある都道府県に隣

接する地域に多い。これらの県は、親の死亡

に伴って、預金が県外へ流出する割合が他の

地域に比べて大きい。ただ、南関東・近畿の

各都府県や岐阜県等は、県外でも自地域内に

預金が滞留する傾向が強いため、地域ブロッ

クでみれば、域外への流出は比較的抑制され

（備考）1	．＜推計方法＞『国勢調査』の家族類型別・世帯主との続き柄別・配偶関係別等の男女年齢別人数・世帯数や図表9
〜10の子供世帯の所在地の分布状況などを用いて、図表14の預貯金の相続額を割り振って算出した。
2	．熊本県・大分県由布市は、16年4月の熊本地震の影響で『第8回人口移動調査』の調査対象外のため、熊本県は除
外して算出した。
3	．地域区分は、南関東：埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県、東海：岐阜県・静岡県・愛知県・三重県、近畿：滋
賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県とした。
4	．国立社会保障・人口問題研究所『第8回人口移動調査』、『日本の地域別将来推計人口』、総務省統計局『国勢調査』、
『全国消費実態調査』、厚生労働省『第22回生命表』などより信金中央金庫	地域・中小企業研究所が算出、作成
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図表15	　都道府県別の15→20年の5年間に死亡する父と母の預貯金相続額の相続先別・子供の
所在地別構成比
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ている。また、東北や北関東・甲信越は、県

外では南関東で子供世帯が暮らす傾向が強

く、北陸や九州は、南関東に加えて近畿に住

んでいる子供も一定規模で存在し、中国・四

国は、子供世帯が距離的に近い近畿に比較的

多く住んでいる。これらの地域では、大都市

圏へ流出する相続預金の割合が高くなって

いる。

（2	）親の死亡に伴う預貯金の地域間流出入

動向

　前節の図表15は、亡くなる親の所在地別

にみた相続預金が、県内外のどこへ配分され

るのかを示した構成比である。当該県の相続

預金を県内に滞留する分と県外へ流出する分

に分割したもので、全国の相続に伴う県内の

預金量の変動をみるには、県外の相続預金が

県内に流入する分も合わせて検討する必要が

ある。そこで本節では、各地域の相続預金の

流出と流入がどの程度の規模になるのかを考

察する（注10）。

　図表16は、15→20年の5年間に死亡する親

の預貯金相続額の地域間流入超過（金額）で

ある。

　地方圏から転入した子供世帯が多い南関東

は、5年間で流入額が3.0兆円、流出額が1.0

兆円で、流入超過額は2.0兆円になる。また、

近畿は、流入額が1.0兆円、流出額が0.9兆円

で、流入超過額は0.2兆円と小幅だがプラス

となった。他の地域は流出が流入を超過して

（備考）1	．＜推計方法＞図表14〜15の預貯金の相続先別相続額を基に、当該地域の流入額−当該地域からの流出額として算
出した。
2	．熊本県・大分県由布市は、16年4月の熊本地震の影響で『第8回人口移動調査』の調査対象外のため、熊本県は除
外して算出した。
3	．地域区分は、図表9と同じ。
4	．国立社会保障・人口問題研究所『第8回人口移動調査』、『日本の地域別将来推計人口』、総務省統計局『国勢調査』、
『全国消費実態調査』、厚生労働省『第22回生命表』などより信金中央金庫	地域・中小企業研究所が算出、作成
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図表16　15→20年の5年間に死亡する親の預貯金相続額の地域間流入超過（金額）

（注）10	．本稿では、基礎データとして国立社会保障・人口問題研究所『人口移動調査』を用いているが、相続預金の流出入を都道
府県ベースで算出することはサンプル数等の問題で信頼性が低い可能性があるので、地域ブロック単位で算出した。
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おり、金額ベースでは、中国が流入超過額

△0.5兆円でマイナス幅が大きい。地方圏は

流出超過だが、南関東や近畿といった大都市

圏でも各1兆円程度の規模で相続預金が流出

し、その一部が地方圏にも流入しているた

め、地方圏の相続預金の流出による預金残高

の減少を一部減殺している。

　次に、図表16の地域間流入超過額を対相

続預貯金額比でみると（図表17）、東北・北

陸・中国・四国は、南関東や近畿への流出が

多く、流入超過は△10％台とマイナス幅が

大きい。北海道は道内に子供世帯がいるケー

スが比較的多く、北関東・甲信越は一定規模

の流入があり、東海は愛知県、九州・沖縄は

福岡県が地域の相続預金の受け皿として機能

しているので、域外への流出超過が他の地方

圏に比べて小幅にとどまっている。一方、南

関東の流入超過は、10％台のプラスで高い

が、近畿は、流入超過であるものの、2.0％

弱の小幅なプラスにとどまった。

　相続に伴う預貯金の地域間流出入が、金融

機関の預金残高にどの程度の影響を及ぼすの

かをみるために、図表16を対個人預金残高

（国内銀行＋信用金庫＋ゆうちょ銀行）比で

みることにする（図表18）。15年9月末時点

の国内銀行・信用金庫・ゆうちょ銀行の個人

預金残高（全国計）は、704兆円であった。

流出超過額が大きかった中国では、5年間で

個人預金残高の1.3％程度の純流出が見込ま

れ、地方圏の純流出規模はおおむね1.0％前

後と試算される。地域ブロック単位でみる限

りでは、現状、地方圏で相続が個人預金残高

を大幅に押し下げる圧力にはなっていない。

一方、南関東は、相続に伴う純流入が個人預

金残高の0.9％程度と推測され、純流入によ

る押上げ効果は限定的である。

（備考）図表16と同じ。ただし、九州・沖縄の相続預貯金額は熊本県を除いている。
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図表17　15→20年の5年間に死亡する親の預貯金相続額の地域間流入超過（対相続預貯金額比）
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6．まとめ

　地方圏の地域金融機関では、親の死亡によ

る相続に伴って、子供が住む大都市圏へ預金

が大幅にシフトするのではないかという懸念

が強い。しかし、足元では、死亡数は年間

140万人弱で人口1,000人当たり10‰程度に

過ぎず（図表19）、たとえ高齢者の保有預金

残高が多いといっても、相続される預金の個

人預金全体に占めるウエイトは必ずしも大き

いとはいえない。しかも、相続で預金口座が

解約されて県外に流出する可能性があるの

は、相続預金の2割程度にとどまる。地域ブ

ロック単位でみれば、地方圏でも、15→20

年の5年間で個人預金残高の1.0％前後の流出

超過になると試算され、相続に伴う個人預金

残高の減少は意外と軽微である。

　しかし、信金・信組等の営業エリアが狭い

地域金融機関にとっては、営業エリア外で子

供が暮らす割合が高く、流出する預金の割合

はかなり高くなると見込まれる。営業エリア

が狭域で、人口減少が著しい地域に立地する

金融機関は、預金の減少等で先行き単独で営

業を継続させることが困難になるおそれは否

定できない。

　親の財産を相続する年齢は60〜70歳代が

多く、老老相続で遺産が高齢者間で循環して

いる。父の死亡後に母の世話などで同居や近

居に踏み切るリタイアした子供が一定規模で

存在しており、今後、このような世帯に生前

贈与や信託等の商品提供、高齢の母やその子

供の生活を支援するサービスの実施等で預金

や取引関係をつなぎ止める必要がある。ま

た、県内外の他の金融機関や他業態と地域

間・業態間連携を図ることでシームレスな金

融サービスを提供し、顧客利便性の向上を図

るなど、戦略的な提携で預金を囲い込むこと

も重要である。

（備考	）図表16と同じ。ただし、個人預金残高は、国内銀行、信用金庫、ゆうちょ銀行の15年9月末時点の合計とした（九
州・沖縄の個人預金残高は熊本県を除いている）。
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図表18　15→20年の5年間に死亡する親の預貯金相続額の地域間流入超過（対個人預金残高比）



	 調　査	 23

　先行きは、死亡者数（全国）が18年の年

間136万人（推計値）から40年には同167万

人に増加し、特に大都市圏で死亡者数が大幅

に拡大することが見込まれる（図表20）。大

都市圏から地方圏への相続預金のシフトも一

定規模で生じているため、大都市圏の死亡者

数の増加は、地方圏に流入する預金量を増や

す可能性がある。この大都市圏から地方圏へ

の流入が、地方圏の相続預金の流出による預

金残高の減少を一部減殺する効果が見込め

る。一方、大都市圏では、金融機関の業態間

や個別金融機関との間で死亡者数の増加に伴

う相続預金の移動が活発化するため、預金の

定着率の向上や安定的な確保が重要な課題に

（備考）1	．『日本の地域別将来推計人口』を基に算出した。15→20年の5年間の死亡数＝100
2	．国立社会保障・人口問題研究所『日本の地域別将来推計人口』より信金中央金庫	地域・中小企業研究所が算出、
作成
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図表20　都道府県別の死亡数の将来推計値（15→20年＝100）

（備考	）国立社会保障・人口問題研究所『日本の将来推計人口』、厚生労働省『人口動態調査』より信金中央金庫	地域・中小
企業研究所が作成
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なろう。大都市圏においても、親の死亡に際

して事前に対応できるような生前贈与や信託

の活用、相続事務サービスや資産管理・運用

サービス等の提供・拡充などの一層の対応強

化が求められる。

〈参考文献〉
・厚生労働省『平成29年簡易生命表』『人口動態調査』『第22回生命表』『賃金構造基本統計調査』『平成27年都道府県別
生命表』

・	国立社会保障・人口問題研究所（2017）『第8回人口移動調査』

・	国立社会保障・人口問題研究所（2018）『日本の地域別将来推計人口（2018年推計）』

・	総務省統計局『国勢調査』『平成26年全国消費実態調査』
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（キーワード）　�フィンテック、オンライン証券、スマートフォン、少額投資、投資初心者

（視　点）
　「フィンテック」の時流のなか、証券分野では、テクノロジーを活用して投資家が資産運用を
する場合に助言をしたり商品選定から売買までを一任できたりするサービスである「ロボアド
バイザー」や、スマートフォンで手軽に投資のできる「スマホ証券」等への関心が集まってい
る。一方で、「ロボアドバイザーの普及は頭打ち」等という報道も一部にある。
　こうしたなか本稿では、人々が関心を持つであろうテーマを設定した「テーマ型投資」を通
じて「ワクワクする投資をはじめよう！」という想いの下、「フィンテック」を活用しながら投
資家層のすそ野拡大に向けて挑戦するオンライン証券会社の（株）FOLIO（東京都千代田区）
の事例を紹介する。

（要　旨）
⃝�「ロボアドバイザー」や「スマホ証券」は、大手事業者を中心に直近数年間で利用者、運
用資産ともに大きく伸ばしているものの、証券業界全体からみたインパクトは小さく、証
券分野の「フィンテック」の広がりには“壁”がありそうである。

⃝�証券分野での「フィンテック」のキーワードとして、「若者向け」、「シンプル」、「手軽さ」、
「小口化」が挙げられる。「ロボアドバイザー」や「スマホ専業証券」では、投資の知識が
あまりなかったり時間的に余裕がなかったりしても気軽に資産運用を始められることを主
眼としたサービスを提供しており、まさに投資初心者を含む投資家層のすそ野拡大の一翼
を担う存在だといえよう。また、この動きを、スマホの普及拡大が後押ししていることは
間違いないだろう。

⃝�日本証券業協会の「証券業界とフィンテックに関する研究会」が公表した「フィンテック
時代の証券業」の締めくくりで指摘されているとおり、地域金融機関においても、フィン
テックの台頭を既存プレイヤーへの脅威と考えたり、フィンテックの活用を短期的な収益
獲得の手段と考えたりするのではなく、自行庫における預かり資産営業のあるべき姿を再
認識していくことが求められるのではないだろうか。

調 査

「貯蓄から投資へ」を後押しするオンライン証券の挑戦
−投資家層のすそ野拡大に向けて−

信金中央金庫 地域・中小企業研究所主任研究員

藁品　和寿
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1	．証券分野で広がる「フィンテック」

　信金中央金庫�地域・中小企業研究所では、

「信金中金月報（2016.9）」（注1）のうち「急速に

脚光浴びる「フィンテック」②︲金融サービ

ス利用者のすそ野拡大に挑戦するフィンテッ

ク企業︲」のなかで、「ロボアドバイザー（注2）」

や「スマホ専業証券」の事例を取り上げた。

　「ロボアドバイザー」は、「助言型」と「投

資一任型」に大別できる（図表1）。「助言型」

は、利用者の投資プランに対する診断、適し

た投資ポートフォリオの提案、資金シミュ

レーションの提供等を行うサービスで、原則

無料となっている。「投資一任型」は、こう

した投資ポートフォリオの提案等に加えて運

用までを自動で行うサービスで、信託報酬

（管理手数料）等の手数料負担がある。ロボ

アドバイザー最大手のウェルスナビ（株）が提

供するサービスをみると、2019年1月29日現

在で、申込み件数18万口座、預かり資産額

1,200億円を突破する（注3）等、正式リリースし

た2016年7月以降の直近2、3年で急速に利用

者および運用資産を伸ばしている。また、

「スマホ専業証券」では、最大手の（株）O
ワ ン

ne�

T
タップ

ap�B
バ イ

UYが提供するサービスをみると、

2016年6月1日に本格開業してから2018年3月

31日時点の2年弱で新規口座開設数107,399

口座となり、2017年度中だけで約8万8千口

（注）1�．http://www.scbri.jp/PDFgeppou/2016/2016-9.pdf参照
2�．ロボアドバイザーとは、「個人の金融資産運用のアドバイザリー業務をコンピュータを駆使して行うファイナンシャル・ア
ドバイザー」（『文系のためのフィンテック大全』129頁）であり、より具体的には、「利用者がインターネット上で投資目的や
リスク許容度などに関するいくつかの質問に回答し、その情報に基づいてアルゴリズムがその利用者に適したポートフォリ
オを提示し、銘柄選択や取引の執行、リバランシング、税金の最適化等の運用プロセス全体を自動的に行うサービス」（「証券
レビュー第58巻第2号146-147頁）である。
3�．ウェルスナビ（株）公表のニュースリリース（2019年1月29日）を参照

図表	1　大手事業者によるロボアドバイザーの分類

助　言　型 投資一任型

松井証券「投信工房」

カブドットコム証券
「FUND ME」

三菱UFJ国際投信
「ポートスター」

お金のデザイン「THEO」

ウェルスナビ
「Wealth Navi」

楽天証券「楽ラップ」

（備考�）信金中央金庫�地域・中小企業研究所作成
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座を獲得している（注4）。

　一方、日本経済新聞（朝刊）（2018年7月

19日）「「ロボアド」に成長の壁」では、「「す

ぐに兆円単位の市場に育つ」との関係者らの

期待に反し、運用資産の伸び悩みが続いてい

る。」ことが指摘され、同（夕刊）（2018年8

月20日）「スマホ証券、取引手軽に」では、

「スマホ中心に展開する証券会社の口座数は

まだ少なく、…商品を絞り込むことで画面表

示を減らし、簡単な操作で注文ができるよう

にして口座獲得につなげようとしている。」

と締めくくられている。証券分野での「フィ

ンテック」の広がりには“壁”もありそうで

ある。

　このように、証券分野での「フィンテッ

ク」の広がりが岐路に立つなか、人々が関心

を持つだろうテーマを設定した「テーマ型投

資」を通じて「ワクワクする投資をはじめよ

う！」という想いで投資家層のすそ野拡大に

向けて挑戦する（株）FOLIO（東京都千代田

区）の事例を紹介する。

2	．株式会社FOLIOによるテーマ別オ
ンライン投資サービス

（1	）会社の概要

　同社は、2015年12月に東京都港区で設立

され、オンライン証券を事業とするフィン

テックスタートアップ企業である（図表2）。

2017年4月に第1種金融商品取引業に登録し、

同年7月から、オンライン上でテーマ投資

サービスを展開している。2018年11月から

は、テーマ投資サービスに加えてロボアドバ

イザーサービス「おまかせ投資」もリリース

した。これにより、個人投資家が1つの証券

口座のなかでオンライン投資とロボアドバイ

ザーの2つをワンストップで受けられるサー

ビスを提供できる態勢を整えた。この態勢を

整えている証券分野でのフィンテックスター

トアップ企業としては国内初となる。なお、

同社の売買システムやディーリングシステム

等はすべて自社開発であり内製化している。

　取材に応じていただいた甲斐真一郎代表取

締役CEOは、京都大学在学中にタイでの練

習等を経て日本プロボクシングコミッション

が行うプロテストに合格しボクシングライセ

ンスを取得する等、その行動力と集中力は群

を抜いている。大学卒業後は、外資系大手投

資銀行において金利スワップやデリバティブ

図表2　株式会社FOLIOの概要

同社の概要

法 人 名
代 表
所 在 地
設 立
メンバー数
事 業 内 容

株式会社�FOLIO
甲斐�真一郎
東京都千代田区
2015年12月
85名
オンライン証券

（備考）1�．写真は同社の甲斐真一郎代表取締役社長
2�．信金中央金庫�地域・中小企業研究所作成

（注）4�．「業務及び財産の状況に関する説明書【平成30年3月期】」（https://www.onetapbuy.co.jp/pdf/dis201803.pdf）7頁参照
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等を扱う金利トレーダーとして第一線で活躍

した。このとき、仕事上で海外のエコノミス

トによる経済レポート等を参考にするなか、

米国レンディングクラブ（注5）の上場のニュー

ス等を知ることで、「フィンテック」に出会

う。これをきっかけに、甲斐社長は、「フィ

ンテック」に対して関心をもって調べていく

うち、フィンテックにはロボアドバイザーを

はじめとしてさまざまな新しいビジネスモデ

ルがあることに気づく。当時、わが国のフィ

ンテックは黎明期であったが、甲斐社長は

「タイムラグに過ぎず、日本でも米国同様に

フィンテックは広がるはずだ」との確信を持

つ。また、投資銀行業を含む金融業界が縮小

傾向にあるなか、「今後、フィンテックは指数

関数的に拡大していく業界だ」と信じ、

2015年12月、エンジニア5名を含むメンバー

8名で創業するに至る。なお、創業メンバー

のうち、取締役CTO（最高技術責任者）を

務める椎野孝弘氏はウェブデザイン分野での

第一人者であり、現在の同社サービスの原型

を創り上げたキーパーソンの一人だという。

（2	）事業の概要

　2017年7月から提供している「テーマ投資

サービス」は、一般的な株式投資とは異な

り、ある特定のテーマにあたる複数の銘柄に

分散投資をする手法である（図表3）。同社

では、自社独自のマーケティングの結果を踏

まえて設定したテーマごとに10銘柄で構成

し、最低投資金額を10万円としている。10

万円から分散投資できるため、“手軽な投資

信託”ともいえる。投資スタイルは、個人投

資家の希望に応じて「バランス型」、「ディ

フェンス型」、「グロース型」、「バリュー型」

の4つから選択でき、構成する10銘柄の比率

も変更できる。また、「VR（仮想現実）」、

「寿司」、「ペットと暮らす」、「京都」をはじ

め数多くの身近なテーマが用意されている。

手数料は、わかりやすくシンプルな体系で、

1つのテーマを売買するごとに「売買代金

（時価）×0.5％（税抜き）」がかかるだけで

あり（注6）、投資信託のような保有期間中の手

数料は一切かからない。つまり、個人投資家

（注）5�．2007年に米国サンフランシスコで創業した世界最大のソーシャルレンディング事業者である。なお、ソーシャルレンディ
ングとは、インターネット上で貸したい人と借りたい人を結びつけるサービスであり、Peer-to-peer� lending（P2Pレンディ
ング）ともいわれる。
6�．証券口座への入出金については、リアルタイム入金サービスで入金手数料無料であるが、出金手数料は有料である。

図表3　同社の提供するテーマ投資サービス

（備考�）同社提供
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が支払う手数料は、購入時と売却時の2回だ

けであり、投資信託と比べてコストを抑えた

運用ができる。

　さらに、テーマ投資サービスの大きな特長

は、インターフェイス（見た目のデザイン）

にある。甲斐社長が取材のなかで「いかに迷

わないサービスにできるかにこだわってい

る」とおっしゃっていたとおり、個人投資家

が直感的に操作できることにこだわってい

る。例えば、テーマ投資をするとき、ネット

通販で買い物をする感覚で「カートに入れ

る」をタップするだけで、投資初心者でも簡

単に取り扱える（図表4）。また、「オンライ

ン証券では特にデザインが重要」とも言い、

UX（顧客体験）のさらなる向上を追求しな

がらサービスのデザインには強いこだわりを

持つ。

　なお、現在の主な投資家層は20歳代後半

から30歳代前半の男性が多いという。甲斐

社長は、今後、約2,000万人いるといわれる

「投資経験はないが投資をしてみたい」層に

積極的にPRしていくことで、わが国の投資

家層のすそ野を広げ、将来、同社のテーマ投

資サービスを“オンライン証券の社会インフ

ラ”として、その存在意義を高めていきたい

という。

（3	）今後の展望

　2018年1月からは、大手SNS事業者のLINE

と業務提携した。LINEサービスの“楽しさ”

を組み合わせることで、同社サービスの“ワ

クワク度”を高めたいという。また、甲斐社

長は、LINEがわが国に持つ7,000万人以上の

会員にPRしていくことで潜在的な投資家層

を掘り起こし、将来、1,000万口座の獲得を

実現したいと意気込む。

　そのほか、地域金融機関との連携では、例

えば、地場産業や地場特産物をはじめ「地

域」をキーワードにしたテーマ投資を設計

し、それを地域金融機関経由でサービス提供

することも一つの可能性だという。同社で

は、「オンライン証券は広がるだろう」という

ポテンシャルで終わらせないために、あらゆ

る可能性を信じて前向きな外部連携（オープ

ンイノベーション）を図っていく方針である。

3	．利用者ニーズを捉えた投資家層の
すそ野拡大に向けて

　月刊資本市場No.393「フィンテックとリ

テール証券」のなかで、既存の証券会社が提

図表4　テーマ投資サービスの画面イメージ

（備考�）同社ホームページより引用
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供しているスマホでの証券取引アプリは、あ

くまでデスクトップパソコンやノートパソコ

ンで証券取引を行っていたサービスをスマホ

上でもできるようにしたものであることが多

いことが指摘されている。一方、証券分野で

の「フィンテック」について、キーワードと

して「若者向け」、「シンプル」、「手軽さ」、

「小口化」を挙げている。「ロボアドバイ

ザー」や「スマホ専業証券」では、投資の知

識があまりなかったり時間的に余裕がなかっ

たりしても気軽に資産運用を始められること

を主眼としたサービスを提供していることか

ら、本稿で事例紹介した（株）FOLIOのよう

なオンライン証券は、まさに投資初心者を含

む投資家層のすそ野拡大の一翼を担う存在だ

といえよう。この動きを、スマホの普及拡大

（図表5）が後押ししていることは間違いな

いだろう。

　日本証券業協会の「証券業界とフィンテッ

クに関する研究会」が公表した「フィンテッ

ク時代の証券業」の締めくくりでは、「…（中

略）…フィンテックを適切に組み合わせるこ

とで人的リソースをより付加価値の高い業務

に向けていくことも可能となろう。フィン

テックの台頭を既存プレイヤーへの脅威と考

えたり、フィンテックの活用を証券業者の短

期的な収益獲得の手段と考えるのではなく、

証券業者のあるべき姿を再認識していくこと

が求められる。」と指摘されている。このコ

メントは、証券業者に限ったことではなく、

地域金融機関にも同じことがいえるのではな

かろうか。

　筆者は、過去30社以上のフィンテック事

業者等を取材訪問するなかで、フィンテック

スタートアップ企業では多くの利用者が求め

ていることを嗅ぎ分けてサービス設計をする

姿勢が強いと感じている。地域金融機関が預

かり資産営業のなかで取引先等に提案するに

あたっては、自行庫の利用者ニーズをしっか

り捉えたうえで、フィンテックスタートアッ

プ企業との協業を含めたオープンイノベー

ションも前提としながら、長期的視野ならび

に利用者本位の姿勢を徹底していくことが求

められよう。

図表5	　スマートフォンの個人世帯保有率の
推移
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（備考�）総務省（2018年6月）「平成29年通信利用動向調査
ポイント」をもとに信金中央金庫�地域・中小企業研
究所作成
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（キーワード）　�支店窓口の弾力運用、昼休み、規制緩和、平日休業、� �
信用金庫法施行規則第128条

（視　点）
　2018年度に入り信用金庫の間で支店の窓口営業時間の弾力運用が急速に広がりつつある。12
月3日現在、30金庫80支店で昼休みなどを実施中である（17年10月時点は1金庫3支店）。当初想
定された過疎地域を抱える信用金庫だけでなく、都市部の信用金庫にも昼休みが広がり始めて
おり、19年度以降の普及拡大が予想される。
　そこで本稿では、複数信用金庫との意見交換・ヒアリングなどをもとに支店窓口営業時間の
弾力運用時の実施手順や留意点などを取り上げる。
　また、18年8月の規制緩和により、支店の平日休業が可能となった。より効率的な店舗運営を
目指すなか、過疎地域を抱える信用金庫、休日店舗を有する信用金庫から平日休業が始まる可
能性もある。

（要　旨）
⃝	2018年12月3日現在、信用金庫における支店窓口の弾力運用状況をみると、30金庫80支店
で昼休みなどを実施中である。

⃝	現状は、少人数での運営が求められる個人特化型店舗での実施が中心である。各支店の状
況により、昼休み時の窓口の閉鎖や電話応対の方法が異なる。

⃝	実施金庫において、昼休みの実施に対する顧客からの苦情等は生じていない。当該支店の
職員からは、業務にメリハリが生まれたとの評価の声が聞かれる。

⃝	18年8月の規制緩和を受け、今後は支店の平日休業を実施する信用金庫が登場する見込みで
ある。当面は過疎地域での実施が予想される。

調 査

信用金庫による支店窓口営業時間の弾力運用実施時
の留意点等について

信金中央金庫 地域・中小企業研究所上席調査役

刀
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禰　和
かずゆき
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はじめに

　2018年度に入り信用金庫の間で支店の窓

口営業時間の弾力運用が急速に広がりつつあ

る。12月3日現在、30金庫80支店で昼休みな

どを実施中である（17年10月時点は1金庫3

支店）。当初想定された過疎地域を抱える信

用金庫だけでなく、都市部の信用金庫にも広

がり始めており、19年度以降の普及拡大が

予想されよう。

　そこで本稿では、複数信用金庫との意見交

換・ヒアリングなどをもとに支店窓口営業時

間の弾力運用時の実施手順や留意点などを取

り上げる。

　また、18年8月の規制緩和により、支店の

平日休業が可能となった。より効率的な店舗

運営を目指すなか、過疎地域を抱える信用金

庫、休日店舗を有する信用金庫から平日休業

が始まる可能性もある。

1	．弾力運用の状況

　2018年12月3日現在、信用金庫の支店窓口

営業時間の弾力運用状況は、合計30金庫80

支店となる（注1）（図表1）。

　弾力運用の実施状況をみると、地域別には

関東で11金庫、北海道で7金庫、東北で5金

庫などとなる（図表2）。また、支店数では

北海道で24店舗、関東で18店舗、東北と東

海で14店舗などとなる。現状、昼休みの実

施が大半を占めており、開始時間の繰下げ

（10時から）は1金庫であった。

2	．実施時の留意点等

　信用金庫の窓口営業時間の弾力運用は、当

初想定された過疎地域を抱える信用金庫だけ

でなく、都市部の信用金庫にも広がり始めて

おり、2019年度以降の普及拡大が予想され

る。なかでも、引き続き昼休みの実施が主流

となろう。

　そこで本稿では、支店窓口営業時間の弾力

運用時の実施手順や留意点などを、昼休みの

実施を前提に取り上げることにした。個別事

例の紹介にあたっては、信金中央金庫	地
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図表1	　実施金庫・支店数の推移

（備考）1	．信用金庫のHP、ニュースリリースにより確認
2	．図表1、2とも信金中央金庫	地域・中小企業研
究所作成
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図表2	　実施金庫の割合（地区別）

（注）1	．出張所および代理店の弾力運用、休日営業時の昼休み実施等を除く。
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域・中小企業研究所が18年度に開催した

「経営戦略プランニング研修」（注2）の受講生と

のディスカッション、昼休み実施金庫に対す

るヒアリング内容などを参考にしている。

（1	）目的

　信用金庫が支店窓口の昼休みを実施する第

一の目的は、地域の実体に見合った適正な職

員数の配置である。信用金庫は、地域金融機

関として地元における金融インフラの維持が

求められる。そのため、採算のみを根拠とす

る店舗統廃合には消極的と言える。こうした

なか、来店客の少ない支店などに昼休みを導

入し、必要最低限の人員で店舗運営を行うこ

とを選択するケースが多い。

　また少人数店舗を運営する場合、防犯対策

や勤務管理の厳格運用が難しくなるため、サ

テライト店や個人特化型店舗といった少人数

店舗から昼休みを実施し、課題を解決する事

例がみられる。

（2	）実施支店の選定

　事前に来店客数・取引内容などの調査を実

施し、①来店客数の少ない支店から実施して

いる。調査期間は3か月、30分単位の集計が

多いようである。来店客数の少ない支店に加

え、②採算面では厳しいものの、単純な店舗

統廃合が困難な支店、③個人特化型店舗のよ

うな少人数で運営する支店、④相談専門の店

舗など運営実態と現在の窓口営業時間に乖離

が生じている支店などをピックアップし、最

終的に実施店舗を選定する。実施金庫のなか

には、支店のサテライト店化に合わせて少人

数で支店運営ができるよう昼休みを実施した

ケースもあった。

　昼休みを実施する支店の多くが、11時30

分から12時30分の1時間を選択している。こ

れは、企業などに勤務する顧客の休憩時間が

12時から13時が多いなか、顧客が昼休み中

に来店しやすくするためである。

（3	）周知活動

　事前に総代や大口先などへの根回しを行っ

たうえで、実施1か月前から一般への周知活

動を行う事例が多い。主な周知活動は図表3

のとおりである。

（4	）昼休み時間の運用状況

　実施する支店のレイアウトにより、シャッ

ターを閉める事例、ブラインドを下ろす事例

（注）2	．信用金庫の経営戦略の策定支援等のために実施。18年度は合計8回開催し、27金庫47人の受講者を得た。

図表3	　主な周知活動	

◦	実施の1か月前に自金庫HPへの情報掲載、チラシの配布、ポスター掲示などを実施した。
◦	周知期間中は、昼休み時間に合わせてATMコーナーに職員を配置し、来店客に昼休みの実施を案内した。
◦	周知期間中は本部の職員を応援に派遣し、主にATMコーナーで昼休みの実施を案内した（チラシの
手交）。

（備考	）信金中央金庫	地域・中小企業研究所作成



	 調　査	 35

などがある。昼休みの間は専用看板を設置

し、またはドアに掲示するなどして、昼休み

時間中であることを案内する。昼休み時間中

の急な来店客などには柔軟に対応する事例が

大半を占めるものの、外線電話への応対につ

いては対応方法に違いがみられた。主な運用

内容は図表4のとおりである。

図表4	　主な昼休み時間中の運用内容	

	（レイアウト関係）
◦	ATMコーナーとロビーの間のシャッターを下ろす（ATMコーナーは稼働）。時間中、可動式の立て
看板をシャッター前に置く。

◦	出入り口のブラインドを下ろすと同時にロビーの照明を落とす。ドアに昼休み中の案内を掲示する
（吊り下げる）。
◦	出入り口の自動ドアの電気を止めると同時にロビーの照明を落とす。ドアに昼休み中の案内を掲示
する（吊り下げる）。

◦	ATMコーナーから食堂につながる内線電話を置く（昼休み中のみ設置）。
◦	支店出入り口のインターフォンを食堂にも切り替えられるようにする。

	（急な来店客などの対応）
◦	基本的には柔軟に対応する。
◦	ATMコーナーと食堂の内線化がシステム面から困難だったことから、急な来店客への対応のため、
職員は交代で窓口にて休憩する（食堂が2階のため、ATMコーナーの来店客が見えない）。

◦	11時30分までに手続きが終わらない顧客は、シャッター横の職員用の出入り口から帰ってもらう。
◦	渉外担当者は、昼休み時間中でも必要に応じて顧客訪問などを実施する（別途、昼休憩をとる）。

	（電話応対）
◦	昼休み中は、食堂に外線が回るようにした。
◦	インターフォンおよびＡＴＭコーナーからの内線を食堂で受けられるようにした。
◦	転送機能を用いて昼休み中は僚店に外線が回るようにした。
◦	外線には留守電で対応することにした。
◦	休憩時間を徹底させるため、昼休み中は本部などから当該支店への内線電話の使用を禁止した。

	（渉外担当者の活動）
◦	支店長・渉外担当者は昼休みまでに一度支店へ戻り、内勤職員と一緒に休憩する。ただし急な訪問・
来訪などがあったら、柔軟に対応する。

◦	内勤職員が休憩できるよう、これまで渉外担当者は昼に必ず帰店するルールだったが、昼休み実施
後は柔軟に対応可能とする。

	（その他、工夫点など）
◦	近接する2支店で昼休みを実施するため、A支店を11時30分から12時30分まで昼休みとし、B支店を
12時30分から13時30分まで昼休みにした。

◦	昼休みを実施するのに合わせて、当該支店の窓口営業時間を延長した。
◦	少人数店舗での運営となるため、支店長・副支店長などにも窓口のオペレーション研修を実施して
いる。

◦	少人数店舗での運営となるため、ATMの故障対応などを1人で行えるようルール変更すると同時に、
防犯対策として監視カメラを追加設置した。

◦	少人数店舗での運営となるため、本部および僚店（母店）の応援体制を強化した。

（備考	）信金中央金庫	地域・中小企業研究所作成
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3	．実施金庫の評価

　実施金庫において昼休みの実施に対する顧

客からの苦情等は生じていない。なかには戸

惑う来店客もいるようだが、そのような場合

も柔軟に対応する体制を取っているため、苦

情やトラブルに発展することもない。

　昼休みの実施に伴い、職員数を適正化する

信用金庫がある。ケース・バイ・ケースとな

るが、1～2人の内勤職員または管理職の削

減を行い、融資の見込める支店などに再配置

している。

　当該支店の職員からは『昼休みをきっちり

取得できるので、業務にメリハリが生まれ

た』『同じ支店の職員が一緒に休憩できるの

で、業務以外を含む人間関係の強化につな

がった』などの声が出ている。

4	．平日休業に向けた規制緩和

（1	）規制緩和の内容

　2018年8月の規制緩和により、信用金庫の

支店の平日休業が可能となった（注3）。改正信

用金庫法施行規則第128条第2項および同条

第3項では、『顧客利便性を著しく損なうこと

がなければ、当座預金を営む事務所であって

も、現行法令で規定されている休日（土日祝

日等）以外にも休日の承認を受けられること

とする。』となった（図表5）。

（2	）想定されるタイプ（案）

　19年度以降、平日の支店休業を実施する

信用金庫が登場すると予想される。その場

合、過疎地域の支店を抱える信用金庫から実

施が始まる見込みだが、予想される平日休業

のタイプには、①複数支店運営型、②近隣支

店応援型、③休日営業支店型、などが想定さ

れる（図表6）。

①　複数支店運営型

　隣接する2支店のうち、A支店の営業日を

月・水・金（火・木は休業）とし、B支店の

営業日は火・木（月・水・金は休業）とす

（注）3	．厳密には店舗の休業規定の見直しであり（要件の緩和）、緩和前も休業可能であった。

図表5	　休日の承認の申請等	

第百二十八条　金庫は、令第十二条第二項第二号の規定による休日の承認を受けようとするときは、承認
申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出するものとする。
［一・二　略］
2 	　金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうか
を審査するものとする。

［一・二　略］
［号を削る。］※
3 	　金庫は、令第十二条第二項第二号の規定による休日の承認を受けたときは、次に掲げる事項を当該承
認に係る事務所の店頭に掲示するものとする。

一　令十二条第一項第一号各号及び第二項第一号に掲げる日以外の休日
二　前号の休日の実施期間（実施期間を設定する場合に限る。）
三　当該事務所の最寄りの事務所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先

（備考）1	．従前は※に　三　当該申請に係る事務所が当座預金業務を行つていないこと。が記載されていた。
2	．金融庁公表資料より信金中央金庫	地域・中小企業研究所作成
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る。A・B支店を担当する職員は曜日によっ

て勤務場所を変えられるので、2店舗分を1

店舗の人員で賄える。また、考え方によって

は3店舗以上を輪番で休業にすることなども

可能であろう。

　上記タイプに関連し、週1日のみ営業の支

店を開設（例えば月曜日のみ）し、当該営

業日のみ僚店や本部職員が出勤するパター

ンも考えられる。過疎地域で撤退の困難な

独立型の支店などで検討する価値はあるの

ではないか。

②　近隣支店応援型

　近年は、母店・子店間や複数店舗のグ

ループ内の応援で急な職員の休暇などをカ

バーする事例が増えている。しかし営業店

職員が減少するなか、人繰り面から急な職

員の休暇対応だけでなく、有休の取得や研

修派遣時の応援なども困難になりつつある。

そこで特定の支店を休業にし、僚店の応援

に回すのが当タイプである（図表ではA支店

を水曜休業にする）。

　この場合、A支店職員は水曜日も勤務日な

ので、僚店の応援などに振り分ける際の余力

となり得る。水曜日を集合研修日に指定しや

すくなるだろう。

③　休日営業支店型

　ローンセンター併設や休日営業を実施する

支店の場合、休日は当該支店職員が交代で勤

務および僚店の応援で運営することになる。

休日出勤した職員は、別途、振替休日を取得

することになろうが、そのためのローテー

ション作成に手間がかかるようだ。また、交

代で休むため、当該支店の職員全員が揃う日

は少なく、コミュニケーションを取りにくい

との意見がある。

　そこで、日曜営業を行う代わりに水曜日を

休業日とし、職員の勤務日も月・火・木・

金・日に変更する（週休2日の変更はしな

（備考）信金中央金庫	地域・中小企業研究所作成

複数支店運営型 近隣支店応援型 休日営業支店型

※同一職員が複数の
店舗を担当する。

※休業日は近隣店舗
の応援に入る。

※休業日は職員も休
みにする。

職員

Ｂ支店Ｂ支店
（火木）（火木）

Ａ支店Ａ支店
（月水金）（月水金）

月水金 火木

1店舗分の人員で、
2店舗の運営

Ａ支店Ａ支店
（水休）（水休）

Ｂ支店Ｂ支店

水

有給取得や研修等
の人材手当に活用

職員は勤務日
の変更なし

Ａ支店Ａ支店
（日営業で（日営業で
水休）水休）

職員は勤務日
の変更あり

日曜営業の代わり
に水曜日を休みに
する（職員も）

ローテーションの
簡素化

図表6	　平日休業の分類（イメージ）	
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い）。水曜日を休業日にするのはハウスメー

カーの休業日に水曜日が多いためである。

土・日営業する代わりに月・火を休業にする

などもあり得る。これによってローテーショ

ンの簡素化が図られよう。

　なお、支店の平日休業に対する信用金庫の

コメントは図表7のとおりである。複数支店

運営型への店舗再編成や、営業店職員の人手

不足感が強まるなか、近隣支店応援型の実施

へのニーズが強いようである。

おわりに

　信用金庫は、地域における金融インフラを

提供し続ける役割が求められる一方で、良質

な金融サービスを提供するためには収益性の

改善が不可欠である。過疎地域などの店舗網

を維持する手段の一つとして、窓口営業時間

の弾力運用は効果があると期待される。今後

は平日休業の支店も登場すると予想され、効

率化とサービス維持の両立に向けた各信用金

庫の店舗体制改革は加速しよう。

〈参考文献〉
・中小企業庁『小規模企業白書』『中小企業白書』

・信金中央金庫	地域・中小企業研究所『信用金庫の創業支援策について︲新たな担い手発掘強化が必要︲』（金融調査情報）

図表7	　平日休業のニーズ（アイデアベースを含む）	

◦	金庫としては撤退できない過疎地域の店舗運営策として、月水金支店と火木支店に再編成しても良い。
地域には店舗維持のためのギリギリの施策と説明できよう。
◦	過疎地域には来店客数が1日数人の店舗もある。それでも廃止できないとなると、週3日支店などにして
も問題ないだろう。
◦	過去からの経緯により統合できない支店がある。そこで月水金支店と火木支店に再編成し、1支店分の
職員で運営すれば良いだろう。同じ職員がA支店とB支店に通うので、顧客も違和感が少ないのではな
いか。
◦	母店サテライト店のグループ内に人繰りを任せているので、平日休業の子店を設け、僚店の応援に活用
する手法は使える。
◦	まずは休日営業のローンセンターを対象に平日休業を実施する。その後、支店の平日休業も視野に入れ
たい。
◦	平日休業にして、その日は全員で開拓営業を行うのも良い。
◦	本店から離れた過疎地域の支店の場合、職員の通勤負担を考慮して社宅を整備してきた。今後、週1日
営業の支店に切り替えるなら、社宅ではなく自宅からの通勤に変更しても大丈夫ではないか。

（備考）信金中央金庫	地域・中小企業研究所作成
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（キーワード）　�メンター制度、メンター、メンティ、若手職員の育成、早期離職等の未然
防止

（視　点）

　信用金庫は、Face To Face の地域密着型営業を強みとするため、職員の教育には特に力を入

れる必要がある。こうしたなか、若手職員の育成策として「メンター制度」の導入に注目が集

まっている。同制度は、主に新入職員を対象とする育成手法である。仕事上の悩みだけでなく

個人的な相談にまで踏み込んだ支援体制を敷くことで、彼（女）らの精神面のサポートおよび

モチベーション・業務スキルの向上などが期待される。近年、大きな問題となりつつある若手

職員の早期離職等の未然防止にもつながる。また、同制度の運営を通じて指導する側の先輩職

員が大きく成長したとの評価も聞かれる。

　そこで本稿では、信用金庫の間で導入が相次ぐ「メンター制度」の特徴および導入時の留意

点などを紹介する。

（要　旨）
⃝ 2018年9月末の信用金庫の職員数は、10万9,263人となり、前年同期から1.3％、1,524人減

少した。なかでも男性職員は2.8％、1,953人減少している。
⃝ ここ数年、信用金庫の間で若手職員の育成策の一つである「メンター制度」の導入に注目

が集まっている。
⃝ メンター制度は、先輩職員（メンター）が若手職員（メンティ）の個人的な相談にも応じ

る仕組みである。精神面のサポートにより早期離職等の未然防止効果が期待される。
⃝ メンター制度導入時の留意点は、①メンター制度の運営担当者の配置、②メンターに対す

る支援体制の整備、③メンター制度終了後のメンティのフォロー策などである。
⃝ 信用金庫の取組事例をみると、新入職員を対象とする制度運営が大半を占める。人事部門

の負荷は重いものの、メンターとメンティとを別々の営業店から組み合わせる信用金庫が

多い。

調 査

信用金庫の若手職員の育成策「メンター制度」

信金中央金庫 地域・中小企業研究所上席調査役

刀
と ね

禰　和
かずゆき

之
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はじめに

　信用金庫は、Face To Face の地域密着型

営業を強みとするため、職員の教育には特に

力を入れる必要がある。こうしたなか、若手

職員の育成策として「メンター制度」の導入

に注目が集まっている。同制度は、主に新入

職員を対象とする育成手法である。仕事上の

悩みだけでなく個人的な相談にまで踏み込ん

だ支援体制を敷くことで、彼（女）らの精神

面のサポートおよびモチベーション・業務ス

キルの向上などが期待される。近年、大きな

問題となりつつある若手職員の早期離職等の

未然防止にもつながる。また、同制度の運営

を通じて指導する側の先輩職員が大きく成長

したとの評価も聞かれる。

　そこで本稿では、信用金庫の間で導入が相

次ぐ「メンター制度」の特徴および導入時の

留意点などを紹介する。

1	．2018年9月末の常勤職員数

　2018年9月末の信用金庫の常勤職員数は、

10万9,263人、前年同期比1.3％、1,524人の

減少となった。内訳では、男性職員が2.8％、

1,953人減少の6万7,016人となる一方で、女

性 職 員 は1.0％、429人 増 加 の4万2,247人 で

あった。

　常勤職員数の前年同期比増減状況を信用金

庫別にみると、常勤職員数が増加したのは

73金庫（構成比27.9％）、逆に減少したのは

176金庫（67.4％）となる（図表1）。なかで

も男性職員が減少した信用金庫数は全体の 

8割を超える216金庫に達した。

　なお、信用金庫の常勤職員数は、7年連続

（年度末ベース）で前期比減少している。男

女別では、男性職員が22年連続で前期比減

少する一方で、女性職員は12年連続で前期

を上回っており、男女間で増減状況に違いが

みられる。多くの信用金庫が採用に力を入れ

ているものの、足元では特に男性の採用で苦

戦がみられるため、この傾向は来期以降も続

くと予想される。

2	．メンター制度の概要

（1	）導入目的

　Face To Face の地域密着型営業を強みと

する信用金庫は、他業態のメガバンクや地域

銀行より職員教育に力を入れる必要がある。

　こうしたなか近年、信用金庫の間で若手職

員の育成手法の一つである「メンター制度」

の導入に注目が集まっている。信用金庫が同

制度を導入する目的は、①若手職員の育成の

強化、②若手職員の早期離職等の未然防止、

図表1	　18年9月末の常勤職員数の増減状況
（17年9月末との比較）	 （単位：金庫、％）

分　　類 増減数 構成比

職員合計
増　　加 73 27.9
増減なし 12 4.5
減　　少 176 67.4

うち男性
増　　加 32 12.2
増減なし 13 4.9
減　　少 216 82.7

うち女性
増　　加 146 55.9
増減なし 19 7.2
減　　少 96 36.7

（備考）1 ．切捨ての関係で構成比の合計は100に一致しない。
2．信金中央金庫 地域・中小企業研究所作成
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③先輩職員の育成の強化、④組織の活性化な

どである（図表2）。

①　若手職員の育成の強化

　信用金庫の若手職員の育成手法は、所属部

店の先輩職員によるOJTが中心となり、そこ

では主に業務面の指導・教育が行われる。メ

ンター制度は既存のOJTに加え、別途、先輩

職員が若手職員の育成に携わる仕組みであ

る。そこでは直接的な業務以外の個人的な相

談にも対応し、業務面よりも精神面のサポー

トを中心に担う。比較的年次の近い先輩職員

が公私にわたって若手職員に寄り添うことで、

彼（女）らの育成を強化する狙いがある。

②　若手職員の早期離職等の未然防止

　近年、若手職員の早期離職やモチベーショ

ンの低下が問題となっている。メンター制度

は、若手職員の抱える仕事上の悩みや不満だ

けでなく個人的な相談などにも先輩職員が応

じ、課題の解決に取り組む仕組みである。若

手職員の不満や不安解消の一助となり得る

ため、早期離職等の未然防止効果が見込ま

れる。

③　先輩職員の育成の強化

　若手職員を指導する側の先輩職員への教育

効果が大きいとされる。社会全体として人間

関係が希薄化し、また営業店の人員が減少す

るなか、先輩職員にとってメンター制度は貴

重な部下指導の場と位置付けられる。先輩職

員が部下（後輩）職員とのコミュニケーショ

ンの取り方やマネジメント手法を学んだり、

更なるスキルアップの必要性を感じたりする

ことが期待される。

④　組織の活性化

　メンター制度は、日常業務の範疇を超えた

人間関係の形成を促す。そのため、職員間の

コミュニケーションが活発となり、ひいては

組織が活性しよう。

（2	）仕組み

　「メンター制度」（注1）は、先輩職員（メン

図表2　メンター制度の導入目的

若手職員の育成の強化 OJTによる業務面の指導に加え、先輩職員が若手職員を精神面でも支援すること
で、彼（女）らの育成を強化する。

若手職員の早期離職等
の 未 然 防 止

先輩職員が若手職員の個人的な悩みなどに応えることで、早期離職等の未然防止
につなげる。

先輩職員の育成の強化 教える側の先輩職員にとってマネジメントや部下指導の基礎を学ぶ場とする。

組 織 の 活 性 化 職員同士のコミュニケーションが活発化し、組織が活性化する。

（備考）信金中央金庫 地域・中小企業研究所作成

（注）1 ．ブラザー・シスター制度やエルダー制度などの呼び方もある。本稿では、これらを厳密に使い分けず、「メンター制度」で
統一する。
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ター）が、若手職員（メンティ）に対して行

う人材育成手法の一つである（図表3）。

　期間中、メンターとメンティの組合せを固

定し、密接な人間関係の形成を促す。一般に

OJTは、先輩職員が若手職員の日常業務に関

する指導・教育を主に担当するのに対し、メ

ンター制度では若手職員の抱える仕事上の悩

みだけでなく、個人的な悩みや相談などにも

先輩職員が応じる点が特徴と言える。原則と

して直接的な業務面の指導や評価は行わな

い。そのため、OJTを「上下の関係」、メンター

制度を「ななめの関係」と呼ぶこともある。

　信用金庫の場合、メンター制度を新入職員

の育成策として導入する事例が多い。営業店

の人員が減少し、また社会全体として人間関

係が希薄化するなか、既存のOJTだけでは新

入職員に対するきめ細かい育成支援を行いに

くくなっている。20～30年前のような密着

した先輩・後輩関係の形成を職員の自主性だ

けに求めるのは難しい時代である。そこで、

社会人になりたての新入職員が独り立ちする

までの一定期間、主に精神面をサポートする

メンターを（OJT担当と別に）配置し、新入

職員の様々な課題解決に寄り添っていく必要

が出てきたと考えられる。

　信用金庫における一般的なメンター制度の

概要は次のとおりである（図表4）。以下で

は新入職員対象を前提に制度の概要を紹介

する。

　①　位置付け

　メンター制度の位置付けは、新入職員向

け研修および中堅職員の育成研修とされ

る。研修の一環であり、メンターは業務と

して新入職員の相談対応や指導などにあた

る。そのため、主管部門は人事部門が担当

するのが一般的である。

　②　対象（メンティ）

　新入職員を対象（メンティ）としてい

（備考）信金中央金庫 地域・中小企業研究所作成

直属の先輩
（OJT、マンツーマン）

僚店等の先輩
（メンター）

若手（新入）職員
（メンティ）

業務面の支援
・教育・指導
・評価

精神面の支援
・仕事上の相談
・個人的な相談

上下の関係
ななめの関係

図表3	　メンター制度の仕組み
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る。社会人一年目の新入職員がスムーズに

独り立ちできるよう、先輩職員を一定期間

担当させる。

　③　実施期間

　入庫後の集合研修などが終了し営業店に

配属された新入職員が孤独感を持たないよ

う、配属日から1年間とする信用金庫が多

い。代表例では、配属日から1年間とする

信用金庫（例：8月から翌年7月末）、配属

日から当該年度末（例：7月から翌年3月

末）までとする信用金庫とがある。

　④　メンターの選定

　メンターには新入職員の精神面のサポー

トを期待するため、業務スキルはもとより

人間性を含めた一定レベル以上の先輩職員

から選ぶ必要がある。年次が離れ過ぎると

人間関係を形成しにくいので、20代後半

から30代前半の職員より選定している。

　選定方法は、人事部門が指名する信用金

庫と立候補者から選抜する信用金庫とがあ

る。なお、立候補の場合も一定の要件を求

めている。

　⑤　組合せ

　新入職員が同じ営業店では話せない悩み

（例：上司や先輩に対する不満）を相談で

きるよう、メンターとメンティは別の営業

店から組み合わせた方が良いとの意見があ

る。1店舗あたりの職員数が多い信用金庫

のなかには、同一営業店内で係を替えるこ

とでメンター・メンティを組み合わせてい

る事例もある。

図表4	　メンター制度の概要（代表例）	

位 置 付 け 新入（若手）職員向け研修
中堅（先輩）職員の育成研修

対象（メンティ） 新入職員を対象とする。

期 　 間 新入職員が営業店に配属後1年間 
（正式採用から1年間）

メ ン タ ー の 選 定 20代後半から30代前半より選定
先輩職員の立候補または人事部門による指名

組 合 せ メンターとメンティの組合せは人事部門が決定する。
異なる営業店で組み合わせることが多い。

メンターへの支援 メンター向け研修の実施、情報交換会の開催
相談窓口の設置、人事部門によるフォロー

メ ン タ ー の 処 遇 昇進・昇格などでの優遇はない。
手当の支給または経費の支出を認める。

主 な 活 動 定期的な面談を義務付ける（月1回以上）。
個人的な交流については各自の裁量に任せる。

報 　 告 定期的な報告を義務付ける。

（備考）信金中央金庫 地域・中小企業研究所作成
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　メンター1人にメンティ1人を基本とす

るが、人繰りなどから1人のメンターに複

数人のメンティを組み合わせる信用金庫が

みられる。なお、個人的な相談にも応じる

必要があるため、組合せは同性を基本とし

ている。

　メンターとメンティの組合せは人事部門

が、配属店舗の立地、自宅の場所、出身大

学、趣味などを考慮し決定する。メンター

とメンティの面談は業務終了後が多くなる

ので、特に両者の自宅および配属店舗の位

置関係に配慮が求められる。

　⑥　メンターへの支援

　メンターとなる先輩職員の支援には力を

入れる必要がある。メンターが誤った方向

にメンティを誘導したり（例：モチベー

ションを下げる言動など）、メンティの悩

みを抱え込んだりしないよう、実施に先立

ちメンター向け研修会を開催する信用金庫

が多い。また、人事部門がメンターのメン

ターとなり、専用窓口の設置や相談などを

受け付けている。そのほか、定期的にメン

ター向けの情報交換会を開催しメンターの

抱える悩みなどの共有化を図っている信用

金庫もある。

　⑦　メンターの処遇

　メンター制度は業務の一環として取り組

むものの、メンターの活動が直接昇進・昇

格などの評価に結び付くことはない。ただ

し、将来のマネジャー候補などからメン

ターとして選ばれるので、結果的に高い評

価を受けるメンターは多い。

　なお、業務終了後の面談について時間外

手当の対象とするケースはみられないが、

メンターとメンティとの懇親の費用などを

支給する信用金庫はある。その際の支払方

法として、経費とする信用金庫と手当とし

て支給する信用金庫とがあるが、後者の方

が多いようである。これは経費支出の場

合、（イ）領収書の徴収・提出などが発生し、

面談時の自由度が低下する、（ロ）人事部門

の事務負担が大きいなどの理由による。

　⑧　主な活動

　メンターとメンティには、月1回以上の

面談を義務付けている。ただし、業務都合

により、電話やメール、店舗間のテレビ会

議を認める信用金庫もある。また、週1回

以上電話やメールにて交流すること、メン

ティから求められたときは随時面談や連絡

を行うことも求められている。

　一方で、先輩・後輩の人間関係が形成さ

れるなか、週末に旅行などに出かけるケー

スもあるようだが、あくまでも本人達の自

主性に任せるなど、人事部門は過度な干渉

を行わない。

　⑨　報告

　メンター制度は研修の一環であり、メン

ターおよびメンティに対し定期的な報告書

の提出を義務付けている。人事部門がより

きめ細かい支援を行えるよう、メンター・
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メンティそれぞれに毎月1回の報告を求め

ているが、なかには報告用式の簡素化や頻

度の見直し（例：偶数月はメンター、奇数

月はメンティの報告）などで負担軽減に取

り組む信用金庫がある。より自由な報告書

の作成を促すため、支店長を介さず直接人

事部門に報告させる信用金庫もある。

　なお、メンターはメンティからの相談内

容などについて、必要に応じて人事部門な

どに報告・相談する義務があるが、信頼関

係を構築するためにもメンティの了解を得

たうえでの実施が不可欠とされる。

3．導入時の留意点

　今後、信用金庫がメンター制度を導入する

際の留意点は、①メンター制度の運営担当者

の配置、②メンターに対する支援体制の整

備、③メンター制度終了後のメンティのフォ

ロー策などである（図表5）。

（1）メンター制度の運営担当者の配置

　人事部門にメンター制度の運営担当者を

配置する必要がある。同制度の運営にあ

たっては、メンターの選定、メンターとメ

ンティの組合せ、さらにはメンターに対す

る継続的なフォローなど人事部門の負担は

大きいと考えられる。数十人規模の新規採

用がある大手信用金庫の場合、実質的な専

担者を配置しないと、メンターに対するき

め細かいサポートが困難とされる。

　（2）メンターに対する支援体制の整備

　メンター向けの研修開催や専用の相談窓

口の開設などメンターに対する支援体制を

整備する必要がある。メンターに対する教

育や支援を疎かにすると、メンターが組織

とメンティとの間で板挟みになる恐れがあ

る。結果、メンターが早期離職等をしてし

まっては元も子もないだろう。

　人事部門は日常からメンターに対するき

め細かいフォローを実施し、モチベーショ

ンの低下したメンターには早期に面談など

を実施することが求められる。

　そのほか、営業店長などの理解を得るた

め、メンターとメンティの面談は業務の一

環であること、面談日は定時の退店を認め

ることなどを周知徹底する必要もある。

図表5	　導入時の留意点	

メンター制度の運営担当者の
配置

メンターとメンティの組合せや、メンターに対するフォローなど人事部門
の負担が増すので、担当者の配置が求められる。

メンターに対する支援体制の
整備

メンター向けの研修開催や専用の相談窓口など密な支援体制の整備が求め
られる。

メンター制度終了後のメン
ティのフォロー策

年度が替わりメンティが先輩職員として独り立ちできるよう、追加のフォ
ローが求められる。

（備考 ）信金中央金庫 地域・中小企業研究所作成
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　（3	）メンター制度終了後のメンティの

フォロー策

　メンター制度は1年間程度の期間限定の

制度が一般的である。同制度が終了する時

期と前後して次の新入職員が営業店に配属

されることになる。新入職員（メンティ）

は2年目職員として先輩になるが、それま

での経緯から受け身の姿勢となり過ぎてい

るケースもあるのではないか。

　そのため、急な独り立ちの困難な職員が

出てくる可能性もあるので、人事部門など

による一定のフォロー策が求められよう。

一例として、先輩職員になるうえでの注意

点などの研修がある。

4．導入効果（実施金庫のコメント）

　信金中央金庫 地域・中小企業研究所は、

2018年9月7日に「働き方改革にかかる情報

交換会」を開催した（注2）。以下では、当日の

情報交換会で得たメンター制度実施金庫によ

る導入目的・効果などを紹介する（図表6）。

　実施金庫は、新入職員を含む若手職員のモ

チベーション向上や早期離職の減少などに効

果があるとの評価である。それ以上に教える

側のメンターの成長に大きく寄与するとの意

見が聞かれた。そのほか業務の枠を超えた先

輩・後輩関係が形成され、組織の風通しが良

くなったなどの意見もみられた。

　一方、メンター導入後の課題として、メン

図表6	　主な導入効果	

（メンティへの効果）
◦ 社会人になりたての新入職員は、営業店内で不満や不安を抱えるものである。メンターに業務

上の不満などを伝えるなかで、『実は皆同じように悩んでいる』などを理解できるだけでも、新
入職員の不安や不満解消に役立っている。

◦ 新入職員のなかには、何度も同じ質問をOJT担当の先輩職員に行えないタイプもいる。その場
合もメンターに相談することで、業務面の課題解決につなげている。

◦ メンター制度の導入効果だけではないだろうが、入庫3年目までの若手職員の離職率が低下し
た。またモチベーション低下を防ぐ効果もみられる。

（メンターへの効果）
◦ メンターの成長が著しい。将来管理職になった場合、担当する業務以外の相談などにも応える

必要があり、そのための良い訓練になっている。
◦ メンターは営業店における自身の立ち位置を理解し、さらなるスキル向上やリーダーシップの

発揮に取り組むようになった。

（組織への効果）
◦ メンター制度終了後も先輩・後輩関係は続いている。その後の業務運営などで役立つことも多

く、組織の風通しが良くなった。

（備考 ）信金中央金庫 地域・中小企業研究所作成

（注）2 ．当日は48金庫48人の受講があった。
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ターまたはメンティが期間中に退職した場

合、残った職員のショックが大きい点があげ

られた。また、メンターの精神的な負担が大

きい点も課題の一つとのことであった。ただ

し、これらの課題については前述のとおり、

担当者によるメンター向けのフォロー策の強

化などで対応が可能とのことであった。

おわりに

　メンター制度を導入した信用金庫からは、

『昔と今とでは新入職員の育て方は異なる』

との意見があった。大量採用・大量離職を前

提とした採用・育成スタイルではなく、少な

い新入職員を大切に育てる時代となってい

る。近年の信用金庫の営業店をみると、職員

数が減るなか業務の複雑化が進んでいる。ま

た社会全体としてプライベートな関係が希薄

化の方向にある。この結果、先輩・後輩間の

人間関係を職員の自主性だけで形成するのは

難しくなり、業務として取り組む必要がある

のだろう。

　メンター制度の導入を通じて、新入職員の

日常業務の不安や不満が解消され、モチベー

ション高く業務に携われるようになることを

期待する。

〈参考文献等〉
・信金中央金庫 地域・中小企業研究所主催 『働き方改革にかかる情報交換会』（2018年9月7日開催）の基調講演（情報交

換会の概要は信金中金月報2018年12月号に掲載）

・ 厚生労働省『女性社員の活躍を推進するための「メンター制度導入・ロールモデル普及マニュアル」』
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地域・中小企業関連経済金融日誌（2019年1月）

9日 ○ 日本銀行、「生活意識に関するアンケート調査」（第76回＜2018年12月調査＞）の
結果を公表

10日 ● 日本銀行、地域経済報告－さくらレポート－（2019年1月）を公表 資料1

11日 ○ 金融庁、NISA口座の申込みから取引開始までの期間短縮について公表（2019年1
月からは、税務署における「他の金融機関でNISA口座を開設していないこと」の
確認を待たずにNISA口座を開設、取引を開始することが可能に。）

○ 日本銀行、2018年11月30日に釧路市で開催した「地域プロジェクト支援および事
業承継支援に関する地域ワークショップ（釧路支店管内金融機関向け）」の模様に
ついて紹介（但馬信用金庫　理事・事業支援部長　宮垣	健生	氏のプレゼンテー
ション資料を掲載）

16日 ○ 金融庁、金融審議会	金融制度スタディ・グループ	「金融機関による情報の利活用
に係る制度整備についての報告」を公表

18日 ○ 中小企業庁、平成30年7月豪雨「中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業」の
交付決定（岡山県および広島県において、呉信用金庫が代表者を務めるグループ
を含む計28グループ91者が対象）

21日 ○ 浜松信用金庫と磐田信用金庫が合併し、浜松磐田信用金庫が誕生

22日 ○ 金融庁、｢会計監査についての情報提供の充実に関する懇談会」報告書を公表

25日 ● 経済産業省、「平成30年10－12月期地域経済産業調査」を公表 資料2

○ 経済産業省、2018年5月20日から7月10日までの間の豪雨および暴風雨の被災中小
企業・小規模事業者を対象とする中小企業信用保険法の特例措置について、適用
期限を2020年1月31日まで1年間延長する政令の閣議決定について公表

29日 ● 金融庁、投資信託等の販売会社における「顧客本位の業務運営」の取組状況を公表 資料3

○ 金融庁、「顧客本位の業務運営に関する原則」を採択し、取組方針・KPIを公表し
た金融事業者のリストを更新（2018年12月末時点の信用金庫数は180金庫と、9月
末時点から11金庫増加）

30日 ○ 金融庁、貸金業関係資料集を更新

31日 ● 金融庁、「企業内容等の開示に関する内閣府令」改正の公布・施行について公表 資料4

○ 経済産業省、消費税の転嫁状況に関するモニタリング調査（12月調査）の調査結
果を公表
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（資料 1）

日本銀行、地域経済報告―さくらレポート―（2019 年 1月）を公表（1月10日）

　日本銀行は、地域経済報告―さくらレポート―（2019 年 1月）を公表した。各地域の景気の総括判断は、

以下のとおり。

　「各地域の景気の総括判断をみると、全ての地域で「拡大」または「回復」としている。前回（2018

年 10月時点）と比較すると、地震や豪雨など自然災害の影響から判断を引き下げていた北海道と中

国では、復旧・復興が進んでいる状況を踏まえ、判断を引き上げている。それ以外の7地域（東北、

北陸、関東甲信越、東海、近畿、四国、九州・沖縄）では、前回の判断から変更はない。

　こうした各地域の判断の背景には、海外経済が総じてみれば着実な成長を続けるもとで、輸出が増

加基調にあることや、労働需給が着実に引締まりを続け、個人消費が緩やかに増加するなど、所得か

ら支出への前向きな循環が続いていることが挙げられている。ただし、米中貿易摩擦をはじめとする海

外経済の不確実性の影響については、現時点では限定的なものにとどまっているが、受注の下振れな

どを指摘する声は徐々に増えている。」

（http://www.boj.or.jp/research/brp/rer/rer190110.htm/ 参照）

（資料 2）

経済産業省、「平成 30 年 10－12月期地域経済産業調査」を公表（1月25日）

　経済産業省は、各地域の経済動向を把握するために、各地方経済産業局が四半期ごとに行ってい

る地域経済産業調査の結果を取りまとめた。今回の調査結果のポイントは、以下のとおり。

　「全体の景況判断は、前期から据え置き、『緩やかに改善している』とした。」　　

　「生産は、一部で米中貿易摩擦による影響がみられ、先行きに対する懸念はあるものの、汎用・生

産用・業務用機械が工作機械等で堅調、電子部品・デバイスが自動車、スマートフォン向けで堅調など、

概ね堅調に推移している。設備投資は、受注増加に向けた生産能力の増強や人材不足解消のため

の省力化投資等で積極的な動きとなっている。雇用は、有効求人倍率が高水準で推移している。個

人消費は、暖冬の影響で一部に弱い動きがみられるものの、高額品は引き続き好調である。」

　「地域別の景況判断は、北海道、中国で上方修正し、その他の地域は据え置いた。」

（http://www.meti.go.jp/press/2018/01/20190125003/20190125003.html 参照）

○ 中小企業庁、「生産性向上特別措置法」に基づく「先端設備等導入計画」の認定状況
（2018年12月末現在）について公表（1,594自治体で、固定資産税をゼロとする措置
を受けられる「先端設備等導入計画」として17,868件を認定）

※	「地域・中小企業関連経済金融日誌」は、官公庁等の公表資料等をもとに、地域金融や中小企業金融に関連が深い項目につ
いて、当研究所が取りまとめたものである。

　「●」表示の項目については、解説資料を掲載している。
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（資料 3）

金融庁、投資信託等の販売会社における「顧客本位の業務運営」の取組状況を公表（1月29日）

　金融庁は、投資信託等の販売会社における「顧客本位の業務運営」の取組状況を公表した。内

容の構成は以下のとおり。

1．「顧客本位の業務運営」の取組状況	（定性分析）【対象：主要行等 10 行】

　（1）各金融機関の運営実態

　（2）課題の整理

　（3）課題への取組事例－①、②

2．販売状況（定量分析）【対象：主要行等 10 行、地域銀行 20 行、証券会社 7社】

　（1）投資信託の預かり残高、販売額、保有顧客数

　（2）積立投資信託を行っている顧客数の割合

　（3）投資信託の平均保有期間

　（4）ファンドラップの預かり残高、販売額、保有顧客数

　（5）一時払い保険（全体）の残高、販売額

　（6）一時払い保険（うち外貨建）の残高、販売額

　（7）外貨建保険の運用損益別顧客比率（満期時、解約時）

　（8）商品カテゴリー別の手数料額比率

　（9）投資信託の販売手数料率

　（10）販売チャネル別の預かり残高、販売額、手数料率

　（11）リスク性商品の月次販売額

（https://www.fsa.go.jp/news/30/20180926/fd_kouhyou_2.html 参照）

（資料 4）

金融庁、「企業内容等の開示に関する内閣府令」改正の公布・施行について公表（1月31日）

　金融庁は、「企業内容等の開示に関する内閣府令」改正の公布・施行（1月31日付）について

公表した。これに伴う有価証券報告書等の記載事項の改正内容は、以下のとおり。

1．財務情報および記述情報の充実
　●		経営方針・経営戦略等について、市場の状況、競争優位性、主要製品・サービス、顧客基盤

等に関する経営者の認識の説明を含めた記載を求めることとする。
　●		事業等のリスクについて、顕在化する可能性の程度や時期、リスクの事業へ与える影響の内容、リ

スクへの対応策の説明を求めることとする。
　●		会計上の見積りや見積りに用いた仮定について、不確実性の内容やその変動により経営成績に生

じる影響等に関する経営者の認識の記載を求めることとする。
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2．建設的な対話の促進に向けた情報の提供
　●		役員の報酬について、報酬プログラムの説明（業績連動報酬に関する情報や役職ごとの方針等）、

プログラムに基づく報酬実績等の記載を求めることとする。

　●		政策保有株式について、保有の合理性の検証方法等について開示を求めるとともに、個別開示

の対象となる銘柄数を現状の30 銘柄から60 銘柄に拡大する。

3．情報の信頼性・適時性の確保に向けた取組み
　●		監査役会等の活動状況、監査法人による継続監査期間、ネットワークファームに対する監査報酬等

の開示を求めることとする。

（https://www.fsa.go.jp/news/30/sonota/20190131.html 参照）
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信金中金だより 

信金中央金庫 地域・中小企業研究所活動記録（1月）

1．レポート等の発行
発行日 レポート分類 通巻 タ　　イ　　ト　　ル 執	筆	者

19.1.7 内外金利・為替見通し 30-10 物価の基調は弱く、日銀は今年も超緩和的なスタンスを維
持しよう

角田　匠
奥津智彦

19.1.15 中小企業景況レポート 174 全国中小企業景気動向調査結果（2018年10～12月期）	
特別調査：2019年の経営見通し

－

19.1.18 金融調査情報 30-17 信用金庫のATM効率化動向	－経営戦略⑫－ 刀禰和之

19.1.18 金融調査情報 30-18 信用金庫による支店窓口営業時間の弾力運用実施時の留意
点等について	－経営戦略⑬－

刀禰和之

19.1.18 金融調査情報 30-19 信用金庫の若手職員の育成策「メンター制度」 刀禰和之

19.1.25 ニュース＆トピックス 30-61 信用金庫の飲食業向け貸出の動向 仲野修造

19.1.25 ニュース＆トピックス 30-62 中小企業における2019年の経営見通し	
－経営見通しは若干低下も高い水準を維持－

桑田　仰	
高橋嶺太

19.1.30 ニュース＆トピックス 30-63 緩やかな減速が続く中国経済
－米中貿易摩擦は長期化の可能性－

黒岩達也

19.1.31 金融調査情報 30-20 信用金庫の軽量店舗の開設動向について	－経営戦略⑭－ 刀禰和之

19.1.31 金融調査情報 30-21 信用金庫の店舗内店舗制度の活用動向について	－経営戦略⑮－ 刀禰和之

2．講座・講演・放送等の実施
実施日 種類 タ　　イ　　ト　　ル 講座・講演会・番組名称 主催 講	師	等

19.1.7 講座 地域経済に対する信用金庫
の支援

静岡県信用金庫協会寄附講座	
「金融機関窓口からみる地域経済」

静岡大学 鉢嶺　実

19.1.12 講演 平成31年の経済展望等について 平成31年新年会 会津信用金庫 角田　匠

19.1.18 講演 2019年の経済展望と消費増
税の影響

新春経済講演会 埼玉縣信用金庫 角田　匠

19.1.21 講演 2019年の経済展望と消費税
増税の影響

経済講演会 熊本第一信用金庫	
宇城市

角田　匠
　

19.1.23 講演 事業承継、何から始めるか		
－“事業継続の危機”	を回避
していくために－

事業承継セミナー 城北信用金庫 鉢嶺　実

19.1.24 講演 企業の「稼ぐ力」	
－「稼ぐ力」を磨く中小企業の
事例を中心に－

新春講演会 岐阜信用金庫 松崎英一

19.1.24 講演 今年の経済見通し 新春経営者セミナー 大阪彩都総合研究所 角田　匠
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１．(1)    信用金庫の店舗数、合併等

信用金庫の店舗数、会員数、常勤役職員数の推移
（単位：店、人）

店　　　舗　　　数 常　勤　役　職　員　数

年 月 末 本  店 職　　　員
(信用金庫数) 男　子 女　子 計

合　計
会　員　数

支  店 出張所 合  計 常勤役員

1．信用金庫統計
（1）信用金庫の店舗数、合併等
（2）信用金庫の預金種類別預金・地区別預金
（3）信用金庫の預金者別預金
（4）信用金庫の科目別貸出金・地区別貸出金
（5）信用金庫の貸出先別貸出金
（6）信用金庫の余裕資金運用状況

2．金融機関業態別統計

					（1）業態別預貯金等						（2）業態別貸出金

統 計

（凡　例）
1．金額は、単位未満切捨てとした。
2．比率は、原則として小数点以下第1位までとし第2位以下切捨てとした。
3．記号・符号表示は次のとおり。
　　〔 0〕ゼロまたは単位未満の計数	 〔—〕該当計数なし	 〔△〕減少または負
　　〔…〕不詳または算出不能	 〔＊〕1,000%以上の増加率	 〔ｐ〕速報数字
　　〔ｒ〕訂正数字	 〔ｂ〕ｂ印までの数字と次期以降の数字は不連続
4．地区別統計における地区のうち、関東には山梨、長野、新潟を含む。東海は静岡、愛知、岐阜、三重の
4県、九州北部は福岡、佐賀、長崎の3県、南九州は熊本、大分、宮崎、鹿児島の4県である。

※　信金中金	地域・中小企業研究所のホームページ（http://www.scbri.jp/）よりExcel形式の統計資料をダウンロードすることができます。

統計資料の照会先：
信金中央金庫 地域・中小企業研究所
Tel	03‒5202‒7671　Fax	03‒3278‒7048

信用金庫の合併等
年　月　日 異　　　動　　　金　　　庫　　　名 新金庫名 金庫数 異動の種類

2010年2月15日 杵島 西九州 九州ひぜん 合併
2011年2月14日 富山 上市 富山 合併
2012年11月26日 東山口 防府 東山口 合併
2013年11月5日 大阪市 大阪東 大福 大阪シティ 合併
2014年1月6日 三浦藤沢 かながわ 名称変更
2014年2月24日 十三 摂津水都 北おおさか 合併

2016年1月12日 大垣 西濃 大垣西濃 合併

2016年2月15日 福井 武生 福井 合併

2017年1月23日 江差 函館 道南うみ街 合併

2018年1月1日 札幌 小樽 北海 北海道 合併

2018年1月22日 宮崎 都城 宮崎都城 合併

2019年1月21日 浜松 磐田 浜松磐田 合併

2019年2月25日 桑名　　　 三重 桑名三重 合併

1．（1）信用金庫の店舗数、合併等
信用金庫の店舗数、会員数、常勤役職員数の推移

信用金庫の合併等
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１．(2)  信用金庫の預金種類別預金・地区別預金

預金種類別預金 (単位:億円、％)

要求払 定期性  外貨預金等
前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比

増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率

△ 11.3

△ 25.3
△ 0.3 △ 7.7
△ 0.2
△ 0.0 △ 5.7
△ 0.2
△ 0.3
△ 0.4
△ 0.3
△ 0.3
△ 0.4 △ 4.5
△ 0.2 △ 12.1
△ 0.4 △ 14.6
△ 0.5 △ 12.0
△ 0.7 △ 15.2
△ 0.8 △ 6.2
△ 0.8 △ 13.4
△ 1.0 △ 10.5

(備考) １. 預金計には譲渡性預金を含まない。
２. 実質預金は預金計から小切手･手形を差し引いたもの

地区別預金 (単位:億円、％)

前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比
増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率

前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比

増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率

(備考) 沖縄地区は全国に含めた。

全 国 計年 月 末

年 月 末

近  畿 中  国 四  国 九州北部 南九州

年 月 末
預金計  実質預金  譲渡性預金

北海道 東  北 東  京 関  東 北  陸 東  海

1．（2）信用金庫の預金種類別預金・地区別預金
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１．(3)  信用金庫の預金者別預金

(単位:億円、％)

預金計   個人預金
年 月 末 要求払 定期性  外貨預金等

前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比
増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率

△ 19.1
△ 30.4
△ 4.6

△ 1.4
△ 0.9
△ 0.9 △ 0.5
△ 0.8
△ 0.8
△ 0.9
△ 0.9
△ 1.0
△ 1.0
△ 1.1
△ 1.2
△ 1.3
△ 1.3
△ 1.4
△ 1.4
△ 1.6

  一般法人預金   公金預金
年 月 末 要求払 定期性  外貨預金等

前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比
増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率

△ 6.3

△ 10.0
△ 12.7
△ 7.4 △ 0.3

△ 1.1

△ 0.0 △ 0.0
△ 0.4 △ 0.7
△ 0.6

  金融機関預金 政府関係 譲渡性
要求払 定期性  外貨預金等 預 り 金 預  金

前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比
増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率

△ 100.0
･･･ △ 9.9

△ 51.5
△ 100.0 △ 0.4
△ 100.0

△ 12.9 △ 100.0 △ 6.3
△ 100.0

△ 0.0 ･･･
･･･

△ 15.5 ･･･
△ 0.1 ･･･

･･･
△ 16.5 ･･･ △ 3.4
△ 1.7 ･･･ △ 0.0

･･･ △ 1.0
･･･ △ 4.7
･･･ △ 4.4
･･･ △ 4.8
･･･

(備考) 　日本銀行｢預金現金貸出金調査表」より作成。このため、「日計表」による(2)預金種類別・地区別預金の
　　　　 預金計とは一致しない。

年 月 末

１．(3)  信用金庫の預金者別預金

(単位:億円、％)

預金計   個人預金
年 月 末 要求払 定期性  外貨預金等

前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比
増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率

△ 19.1
△ 30.4
△ 4.6

△ 1.4
△ 0.9
△ 0.9 △ 0.5
△ 0.8
△ 0.8
△ 0.9
△ 0.9
△ 1.0
△ 1.0
△ 1.1
△ 1.2
△ 1.3
△ 1.3
△ 1.4
△ 1.4
△ 1.6

  一般法人預金   公金預金
年 月 末 要求払 定期性  外貨預金等

前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比
増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率

△ 6.3

△ 10.0
△ 12.7
△ 7.4 △ 0.3

△ 1.1

△ 0.0 △ 0.0
△ 0.4 △ 0.7
△ 0.6

  金融機関預金 政府関係 譲渡性
要求払 定期性  外貨預金等 預 り 金 預  金

前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比
増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率

△ 100.0
･･･ △ 9.9

△ 51.5
△ 100.0 △ 0.4
△ 100.0

△ 12.9 △ 100.0 △ 6.3
△ 100.0

△ 0.0 ･･･
･･･

△ 15.5 ･･･
△ 0.1 ･･･

･･･
△ 16.5 ･･･ △ 3.4
△ 1.7 ･･･ △ 0.0

･･･ △ 1.0
･･･ △ 4.7
･･･ △ 4.4
･･･ △ 4.8
･･･

(備考) 　日本銀行｢預金現金貸出金調査表」より作成。このため、「日計表」による(2)預金種類別・地区別預金の
　　　　 預金計とは一致しない。

年 月 末

１．(3)  信用金庫の預金者別預金

(単位:億円、％)

預金計   個人預金
年 月 末 要求払 定期性  外貨預金等

前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比
増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率

△ 19.1
△ 30.4
△ 4.6

△ 1.4
△ 0.9
△ 0.9 △ 0.5
△ 0.8
△ 0.8
△ 0.9
△ 0.9
△ 1.0
△ 1.0
△ 1.1
△ 1.2
△ 1.3
△ 1.3
△ 1.4
△ 1.4
△ 1.6

  一般法人預金   公金預金
年 月 末 要求払 定期性  外貨預金等

前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比
増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率

△ 6.3

△ 10.0
△ 12.7
△ 7.4 △ 0.3

△ 1.1

△ 0.0 △ 0.0
△ 0.4 △ 0.7
△ 0.6

  金融機関預金 政府関係 譲渡性
要求払 定期性  外貨預金等 預 り 金 預  金

前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比
増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率

△ 100.0
･･･ △ 9.9

△ 51.5
△ 100.0 △ 0.4
△ 100.0

△ 12.9 △ 100.0 △ 6.3
△ 100.0

△ 0.0 ･･･
･･･

△ 15.5 ･･･
△ 0.1 ･･･

･･･
△ 16.5 ･･･ △ 3.4
△ 1.7 ･･･ △ 0.0

･･･ △ 1.0
･･･ △ 4.7
･･･ △ 4.4
･･･ △ 4.8
･･･

(備考) 　日本銀行｢預金現金貸出金調査表」より作成。このため、「日計表」による(2)預金種類別・地区別預金の
　　　　 預金計とは一致しない。

年 月 末

1．（3）信用金庫の預金者別預金
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１．(4)  信用金庫の科目別貸出金・地区別貸出金

科目別貸出金 (単位:億円、％)

手形貸付 証書貸付 当座貸越
前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比

増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率

△ 11.9 △ 2.3
△ 4.8 △ 2.9
△ 7.3 △ 4.1
△ 8.5 △ 0.6
△ 6.7

△ 4.0
△ 3.8
△ 3.7

△ 4.9
△ 4.3

△ 4.4
△ 4.4
△ 4.3
△ 5.5
△ 5.5

△ 5.2

地区別貸出金 (単位:億円、％)

前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比

増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率

△ 0.1 △ 1.5
△ 0.5

△ 0.8 △ 0.2
△ 0.5 △ 0.2
△ 0.3 △ 0.2

△ 0.1 △ 0.4

前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比

増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率

△ 1.7

△ 0.2

△ 0.1
△ 0.3
△ 0.4
△ 0.7
△ 0.7

△ 0.3

(備考) 沖縄地区は全国に含めた。

年 月 末

関  東 北  陸 東  海
年 月 末

近  畿 中  国 四  国 九州北部 南九州 全 国 計

貸出金計
割引手形 貸付金

年 月 末

北海道 東  北 東  京

1．（4）信用金庫の科目別貸出金・地区別貸出金
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1．（5）信用金庫の貸出先別貸出金１．(5)  信用金庫の貸出先別貸出金

(単位:億円、％)

貸出金計 　企業向け計
年 月 末 製造業 建設業

前年同月比 構成比 前年同月比 構成比 前年同月比 構成比 前年同月比 構成比

増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率

△ 3.6 △ 2.3
△ 1.6 △ 0.3
△ 1.3 △ 0.1
△ 1.1
△ 1.1

△ 0.9

△ 0.6
△ 0.1

年 月 末 卸売業 小売業 　不動産業
　個人による貸家業

前年同月比 構成比 前年同月比 構成比 前年同月比 構成比 前年同月比 構成比

増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率

△ 2.4 △ 2.6
△ 1.5 △ 1.1
△ 1.3 △ 1.7
△ 1.1
△ 0.8

△ 0.2
△ 0.2 △ 0.1

△ 0.0 △ 0.5

年 月 末 飲食業 宿泊業 　医療・福祉 　物品賃貸業

前年同月比 構成比 前年同月比 構成比 前年同月比 構成比 前年同月比 構成比

増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率

△ 3.6 △ 4.1 △ 1.6
△ 3.1 △ 1.5
△ 1.3 △ 1.9

△ 0.4
△ 1.2

△ 0.1
△ 0.1
△ 0.5 △ 1.5
△ 0.6 △ 0.8

年 月 末 　住宅ローン

前年同月比 構成比 前年同月比 構成比 前年同月比 構成比 前年同月比 構成比

増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率

･･･

△ 2.7
△ 3.3
△ 1.5

△ 8.6

△ 4.1
(備考) １．日本銀行「業種別貸出金調査表」より作成。このため、「日計表」による(4)科目別・地区別貸出金の貸出金計とは一致しない。

　　　 ２．海外円借款、国内店名義現地貸を企業向け計の内訳として掲載

  地方公共団体 個  人 海外円借款、国内店名義現地貸
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1．（6）信用金庫の余裕資金運用状況１．(6)  信用金庫の余裕資金運用状況

(単位:億円、％)

コール 買 現 先 債券貸借取引 買入金銭 金 銭 の 商    品
現    金 買入手形 ローン 勘　　定 支払保証金 債    権 信    託 有価証券

公社公団債金 融 債 そ の 他
(△3.9)
(△2.2)
(△6.3) (△0.0)

(△1.4) (△7.3) (△4.9)
(△0.0) (△4.8) (△3.4)
(△0.5) (△7.5) (△4.2)
(△0.1) (△9.2) (△3.5)

(△8.6) (△3.3)
(△9.4) (△3.5)

(△0.1) (△10.7) (△4.2)
(△8.4) (△3.7)
(△10.1) (△4.2)
(△11.9) (△4.9)
(△10.2) (△4.4)
(△5.9) (△4.5)
(△4.4) (△3.3)
(△6.9) (△3.4)
(△7.4) (△3.6)
(△12.3) (△4.1)

信金中金
その他の 利 用 額 預 貸 率 (Ａ)/預金預 証 率(Ｂ)/預金(Ｂ)/(Ａ)
証    券 （Ｂ）

(備考) 1. (   )内は前年同月比増減率
預貸率＝貸出金/預金×100(%)、預証率＝有価証券/預金×100(%)（預金には譲渡性預金を含む。）
余資運用資産計は、現金、預け金、買入手形、コールローン、買現先勘定、債券貸借取引支払保証金、
買入金銭債権、金銭の信託、商品有価証券、有価証券の合計

短期社債 社    債 株    式

余資運用資産計(A)年 月 末 貸付信託投資信託外国証券

預 け 金年 月 末
うち信金中金預け金

有価証券年 月 末 国    債 地 方 債
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2．（1）業態別預貯金等２．(1)  業態別預貯金等

(単位:億円、％)

信用金庫 国内銀行 大手銀行 地方銀行

年 月 末 (債券､信託を含む) (債券､信託を含む) 　うち都市銀行

前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比

増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率

第二地銀 郵便貯金 預貯金等合計

年 月 末
前年同月比 前年同月比 前年同月比

増  減  率 増  減  率 増  減  率

―　 ― ―　 ―
―　 ― ―　 ―

―　 ― ―　 ―
△ 1.8 ―　 ― ―　 ―
△ 1.4
△ 1.6 ―　 ― ―　 ―
△ 1.8 ―　 ― ―　 ―
△ 1.6
△ 1.9 ―　 ― ―　 ―
△ 2.0 ―　 ― ―　 ―

(備考) 1. 日本銀行『金融経済統計月報』、ゆうちょ銀行ホームページ等より作成

大手銀行は、国内銀行－(地方銀行＋第二地銀)の計数

国内銀行･大手銀行には、全国内銀行の債券および信託勘定の金銭信託・貸付信託・年金信託・財産形成給付信託を含めた。

郵便貯金は2008年４月より四半期ベースで公表
預貯金等合計は、単位（億円）未満を切り捨てた各業態の預貯金等の残高の合計により算出

うち預金
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2．（2）業態別貸出金２．(2)  業態別貸出金

(単位:億円、％)

信用金庫 大手銀行 都市銀行 地方銀行 第二地銀 合  計

前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比 前年同月比

増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率 増  減  率

△ 0.1
△ 0.4
△ 0.9
△ 1.1
△ 1.0
△ 1.4
△ 1.3

△ 0.0
△ 0.1
△ 0.3
△ 0.1
△ 0.3

(備考) １．日本銀行『金融経済統計月報』等より作成
２．大手銀行は、国内銀行－(地方銀行＋第二地銀)の計数
３．合計は、単位（億円）未満を切り捨てた各業態の貸出金残高の合計により算出

年 月 末
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○信用金庫統計
　日本語／英語
○論文募集

【URL】
 http://www.scbri.jp/

　当研究所のホームページでは、当研究所の調査研究成果である各種レポート、信金中金月報のほか、統計デー
タ等を掲示し、広く一般の方のご利用に供しておりますのでご活用ください。
　また、「ご意見・ご要望窓口」を設置しておりますので、当研究所の調査研究や活動等に関しまして広くご意
見等をお寄せいただきますよう宜しくお願い申し上げます。
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